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議案第１０６号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 下記のことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の 

規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について 
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（別紙） 

専決第１５号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のよう

に専決処分する。 

令和８年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

   さいたま市市税条例の一部を改正する条例 

 さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のように改

正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （納税証明事項）  （納税証明事項） 

第９条 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「施行規則」という。）第１条の９

第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定す

る検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車につい

て天災その他やむを得ない事由により軽自動車税

を滞納している場合においてその旨とする。 

第９条 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第

２３号。以下「施行規則」という。）第１条の９

第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定す

る検査対象軽自動車又は２輪の小型自動車につい

て天災その他やむを得ない事由により軽自動車税

の種別割を滞納している場合においてその旨とす

る。 

  

 （納期限後に納付する税金又は納入する納入金に

係る延滞金） 

 （納期限後に納付する税金又は納入する納入金に

係る延滞金） 

第１１条 納税者又は特別徴収義務者は、第３３条、

 第３９条、第４０条若しくは第４３条（第５５条

において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第４４条の４第１項（第４４条の５

第３項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４５条第１項（法第３２１

条の８第３４項及び第３５項の申告書に係る部分

を除く。）、第５４条、第７６条、第９２条第２

項、第１０６条第１項若しくは第２項、第１１０ 

第１１条 納税者又は特別徴収義務者は、第３３条、

 第３９条、第４０条若しくは第４３条（第５５条

において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第４４条の４第１項（第４４条の５

第３項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第４５条第１項（法第３２１

条の８第３４項及び第３５項の申告書に係る部分

を除く。）、第５４条、第７６条、第９０条の５

第１項、第９２条第２項、第１０６条第１項若し
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 条第２項、第１１９条第１項、第１３２条第３項、

 第１４３条第１項若しくは第２項又は第１５５条

に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納

入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額

にその納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限とする。以下第１号及び第２

号において同じ。）の翌日から納付又は納入の日

までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント

（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号

に掲げる期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付書によって納付し、又は納入書に

よって納入しなければならない。 

くは第２項、第１１０条第２項、第１１９条第１

項、第１３２条第３項、第１４３条第１項若しく

は第２項又は第１５５条に規定する納期限後にそ 

 の税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、

 当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延 

 長があったときは、その延長された納期限とする。

 第１号及び第２号において同じ。）の翌日から納 

 付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年１４．

 ６パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、当該各号に掲げる期間については、年７．３

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当

する延滞金額を加算して納付書によって納付し、

又は納入書によって納入しなければならない。 

 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 

 ⑵ 第４５条第１項の申告書（法第３２１条の８

第１項、第２項又は第３１項の規定による申告

書に限る。）、第１０６条第１項若しくは第２

項の申告書、第１１９条第１項の申告書又は第

１４３条第１項若しくは第２項の申告書に係る

税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該税

額に係る納期限の翌日から１月を経過する日ま

での期間 

 ⑵ 第４５条第１項の申告書（法第３２１条の８

第１項、第２項又は第３１項の規定による申告

書に限る。）、第９０条の５第１項の申告書、

第１０６条第１項若しくは第２項の申告書、第

１１９条第１項の申告書又は第１４３条第１項

若しくは第２項の申告書に係る税額（第４号に

掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間 

 ⑶ 第４５条第１項の申告書（法第３２１条の８

第３４項及び第３５項の申告書を除く。）、第

１０６条第１項若しくは第２項の申告書、第１

１９条第１項の申告書又は第１４３条第１項若

しくは第２項の申告書でその提出期限後に提出

したものに係る税額 当該提出した日までの期

間又はその日の翌日から１月を経過する日まで

の期間 

 ⑶ 第４５条第１項の申告書（法第３２１条の８

第３４項及び第３５項の申告書を除く。）、第

９０条の５第１項の申告書、第１０６条第１項

若しくは第２項の申告書、第１１９条第１項の

申告書又は第１４３条第１項若しくは第２項の

申告書でその提出期限後に提出したものに係る

税額 当該提出した日までの期間又はその日の

翌日から１月を経過する日までの期間 

 ⑷ ［略］  ⑷ ［略］ 

  

 （軽自動車税の納税義務者等）  （軽自動車税の納税義務者等） 

第８８条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動

車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動車（以下

軽自動車税について「軽自動車等」という。）に

対し、その所有者に課する。 

第８８条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に対

し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能

割によって、原動機付自転車、軽自動車、小型特

殊自動車及び２輪の小型自動車（以下軽自動車税

について「軽自動車等」という。）に対し、当該

軽自動車等の所有者に種別割によって課する。 

 ２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者に

は、法第４４３条第２項に規定する者を含まない

ものとする。 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の規

定により軽自動車税を課することができない者で

ある場合には、前項の規定にかかわらず、当該軽 

 自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、

 公用又は公共の用に供する軽自動車等については、

 この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者が、法第４４５条第１項の

規定により種別割を課することができない者であ

る場合には、第１項の規定にかかわらず、その使

用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供す

る軽自動車等については、これを課さない。 

  

 （軽自動車税のみなす課税）  （軽自動車税のみなす課税） 
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第８８条の２ 軽自動車等の売買契約において売主

が当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自

動車税を課する。 

第８８条の２ 軽自動車等の売買契約において売主

が当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前

条第１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者

（以下この節において「３輪以上の軽自動車の取

得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみな

して、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自

動車等について、買主の変更があったときは、新

たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみなし

て、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自

動車等について、買主の変更があったときは、新

たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取得者

又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税

を課する。 

 ３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等（以

下この項において「販売業者等」という。）が、

その製造により取得した３輪以上の軽自動車又は

その販売のためその他運行（道路運送車両法第２

条第５項に規定する運行をいう。次項において同

じ。）以外の目的に供するため取得した３輪以上

の軽自動車について、当該販売業者等が、法第４

４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた

場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適 

用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。

 ）には、当該販売業者等を３輪以上の軽自動車の

取得者とみなして、環境性能割を課する。 

 ４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得した

者が、当該３輪以上の軽自動車を法の施行地内に

持ち込んで運行の用に供した場合には、当該３輪

以上の軽自動車を運行の用に供する者を３輪以上

の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課

する。 

  

 （軽自動車税の課税免除）  （種別割の課税免除） 

第９０条 商品であって使用しない軽自動車等に対

しては、軽自動車税を課さない。 

第９０条 商品であって使用しない軽自動車等に対

しては、種別割を課さない。 

  

  （環境性能割の課税標準） 

 第９０条の２ 環境性能割の課税標準は、３輪以上

の軽自動車の取得のために通常要する価額として

施行規則第１５条の１０に定めるところにより算

定した金額とする。 

  

  （環境性能割の税率） 

 第９０条の３ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動

車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号

に定める率とする。 

  ⑴ 法第４５１条第１項（同条第４項又は第５項

において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの １００分の１ 

  ⑵ 法第４５１条第２項（同条第４項又は第５項

において準用する場合を含む。）の規定の適用
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を受けるもの １００分の２ 

  ⑶ 法第４５１条第３項の規定の適用を受けるも

の １００分の３ 

  

  （環境性能割の徴収の方法） 

 第９０条の４ 環境性能割の徴収については、申告

納付の方法によらなければならない。 

  

  （環境性能割の申告納付） 

 第９０条の５ 環境性能割の納税義務者は、法第４

５４条第１項各号に掲げる３輪以上の軽自動車の

区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、

施行規則第３３号の４様式による申告書を市長に

提出するとともに、その申告に係る環境性能割額

を納付しなければならない。 

 ２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納

税義務者を除く。）は、法第４５４条第１項各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日

までに、施行規則第３３号の４様式による報告書

を市長に提出しなければならない。 

  

  （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

 第９０条の６ 環境性能割の納税義務者が前条の規

定により申告し、又は報告すべき事項について正 

当な事由がなく申告又は報告をしなかった場合は、

その者を１０万円以下の過料に処する。 

 ２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

 ３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納

入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日か

ら１０日以内とする。 

  

  （環境性能割の減免） 

 第９０条の７ 市長は、第９６条第１項各号又は第

９７条第１項各号に掲げる軽自動車等（３輪以上

のものに限る。）のうち必要と認めるものに対し

ては、環境性能割を減免する。 

  

（軽自動車税の税率） （種別割の税率） 

第９１条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課

する軽自動車税の税率は、１台について、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

第９１条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課

する種別割の税率は、１台について、当該各号に

定める額とする。 

 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 

  

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割の賦課期日及び納期） 

第９２条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日とす

る。 

第９２条 種別割の賦課期日は、４月１日とする。 

２ 軽自動車税の納期は、５月１日から同月３１日

までとする。 

２ 種別割の納期は、５月１日から同月３１日まで

とする。 

３ ［略］ ３ ［略］ 
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（軽自動車税の徴収の方法） （種別割の徴収の方法） 

第９３条 軽自動車税は、普通徴収の方法によって

徴収する。 

第９３条 種別割は、普通徴収の方法によって徴収

する。 

  

（軽自動車税に関する申告又は報告） （種別割に関する申告又は報告） 

第９４条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車

等の所有者又は使用者（以下この節において「軽

自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等

の所有者等となった日から１５日以内に、軽自動

車及び２輪の小型自動車の所有者又は使用者にあ

っては施行規則第３３号の４様式による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３３号の５様式によ

る申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を

市長に提出しなければならない。 

第９４条 種別割の納税義務者である軽自動車等の

所有者又は使用者（以下この節において「軽自動

車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の所

有者等となった日から１５日以内に、軽自動車及

び２輪の小型自動車の所有者又は使用者にあって

は施行規則第３３号の４の２様式による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３３号の５様式によ

る申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を

市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項に

ついて変更があった場合においては、その事由が

生じた日から１５日以内に、当該変更があった事

項について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

者又は使用者にあっては施行規則第３３号の４様

式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特

殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則

第３３号の５様式による申告書を市長に提出しな

ければならない。ただし、次項の規定により申告 

 書を提出すべき場合については、この限りでない。

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項に

ついて変更があった場合においては、その事由が

生じた日から１５日以内に、当該変更があった事

項について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

者又は使用者にあっては施行規則第３３号の４の

２様式による申告書、原動機付自転車及び小型特

殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則

第３３号の５様式による申告書を市長に提出しな

ければならない。ただし、次項の規定により申告 

 書を提出すべき場合については、この限りでない。

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自

動車等の所有者等でなくなった日から３０日以内

に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３３号の４様式によ

る申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３４

号様式による申告書を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自

動車等の所有者等でなくなった日から３０日以内

に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は

使用者にあっては施行規則第３３号の４の２様式

による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３４

号様式による申告書を市長に提出しなければなら

ない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

  

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） （種別割に係る不申告等に関する過料） 

第９５条 ［略］ 第９５条 ［略］ 

  

 （軽自動車税の減免）  （種別割の減免） 

第９６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する

と認めた場合は、軽自動車税を減免することがで

きる。 

第９６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する 

 と認めた場合は、種別割を減免することができる。

 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受けよ

うとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を

記載した申請書に減免を受けようとする事由を証

明する書類を添付して、市長に提出しなければな

らない。ただし、前年度において前項の規定によ

って軽自動車税の減免を受けた軽自動車等につい

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようと

する者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載

した申請書に減免を受けようとする事由を証明す

る書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。ただし、前年度において前項の規定によって

軽自動車税の減免を受けた軽自動車等について、
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て、引き続き減免すべき事由が明らかであると市

長が認めたときは、当該申請書の提出があったも

のとみなす。 

引き続き減免すべき事由が明らかであると市長が

認めたときは、当該申請書の提出があったものと

みなす。 

 ⑴～⑼ ［略］  ⑴～⑼ ［略］ 

３ 第１項の規定により軽自動車税の減免を受けた

者は、その事由が消滅した場合においては、直ち

にその旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定により種別割の減免を受けた者は、

 その事由が消滅した場合においては、直ちにその

旨を市長に申告しなければならない。 

  

 （身体障害者等に対する軽自動車税の減免）  （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第９７条 市長は、次に掲げる軽自動車等に対して 

 は、軽自動車税を減免することができる。ただし、

 第１号の場合にあっては、同号に掲げる者が法第

１６４条の規定による道府県の条例（法第１条第

２項において読み替えて準用される法第１６４条

の規定による都の条例を含む。）で定めるところ

により身体障害者等に対する自動車税の減免を受

ける自動車を有する場合を除く。 

第９７条 市長は、次に掲げる軽自動車等に対して

は、種別割を減免することができる。ただし、第

１号の場合にあっては、同号に掲げる者が法第１

７７条の１７の規定による道府県の条例（法第１

条第２項において読み替えて準用される法第１７

７条の１７の規定による都の条例を含む。）で定

めるところにより身体障害者等に対する自動車税

の種別割の減免を受ける自動車を有する場合を除

く。 

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、市長に対し

て、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条の規定により交付された身体障害者

手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１

６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付

を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けて

いないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以 

下この項において「身体障害者手帳」という。）、

 厚生労働大臣が定めるところにより交付された療 

 育手帳（以下この項において「療育手帳」という。

 ）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳（以下こ 

 の項において「精神障害者保健福祉手帳」という。

 ）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第９２条の規定により交付された身体障害者若し

くは身体障害者等と生計を一にする者若しくは身

体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯

の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（

以下この項において「運転免許証」という。）又

はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２

第２項に規定する特定免許情報をいう。次項にお

いて同じ。）が記録された免許情報記録個人番号

カード（同条第４項に規定する免許情報記録個人

番号カードをいう。次項において同じ。）を提示

するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した

申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を

添付して、提出しなければならない。ただし、前

年度において前項第１号の規定により軽自動車税

の減免を受けた軽自動車等について、引き続き減

免すべき事由が明らかであると市長が認めたとき

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、市長に対して、

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条の規定により交付された身体障害者手帳

（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受

けている者で身体障害者手帳の交付を受けていな

いものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下こ

の項において「身体障害者手帳」という。）、厚

生労働大臣が定めるところにより交付された療育

手帳（以下この項において「療育手帳」という。

）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定に

より交付された精神障害者保健福祉手帳（以下こ 

 の項において「精神障害者保健福祉手帳」という。

 ）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第９２条の規定により交付された身体障害者若し

くは身体障害者等と生計を一にする者若しくは身

体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯

の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（

以下この項において「運転免許証」という。）又

はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２

第２項に規定する特定免許情報をいう。次項にお

いて同じ。）が記録された免許情報記録個人番号

カード（同条第４項に規定する免許情報記録個人

番号カードをいう。次項において同じ。）を提示

するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書

に減免を受けようとする事由を証明する書類を添

付して、提出しなければならない。ただし、前年

度において前項第１号の規定により軽自動車税の

減免を受けた軽自動車等について、引き続き減免 

 すべき事由が明らかであると市長が認めたときは、
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は、当該申請書の提出があったものとみなす。  当該申請書の提出があったものとみなす。 

 ⑴～⑹ ［略］  ⑴～⑹ ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

４ 前条第２項の規定は、第１項第２号の規定によ

り軽自動車税の減免を受けようとする者について

準用する。 

４ 前条第２項の規定は、第１項第２号の規定によ

り種別割の減免を受けようとする者について準用

する。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定により軽自

動車税の減免を受けている者について準用する。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定により種別

割の減免を受けている者について準用する。 

  

 （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交

付等） 

 （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交

付等） 

第９８条 ［略］ 第９８条 ［略］ 

２ 法第４４５条若しくは第８９条又は第８８条第

２項ただし書の規定によって軽自動車税を課する

ことのできない原動機付自転車等の所有者又は使

用者は、その主たる定置場が、市内に所在するこ

ととなったときは、その事由が発生した日から１

５日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出

し、かつ、当該原動機付自転車等の提示をして、

その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなけ

ればならない。軽自動車税を課されるべき原動機

付自転車等が法第４４５条若しくは第８９条又は

第８８条第２項ただし書の規定により軽自動車税

を課されないこととなったときにおける当該原動

機付自転車等の所有者又は使用者についても、同

様とする。 

２ 法第４４５条若しくは第８９条又は第８８条第

３項ただし書の規定により種別割を課することの 

できない原動機付自転車等の所有者又は使用者は、

 その主たる定置場が、市内に所在することとなっ

たときは、その事由が発生した日から１５日以内 

に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、

 当該原動機付自転車等の提示をして、その車体に

取り付けるべき標識の交付を受けなければならな

い。種別割を課されるべき原動機付自転車等が法

第４４５条若しくは第８９条又は第８８条第３項

ただし書の規定により種別割を課されないことと

なったときにおける当該原動機付自転車等の所有

者又は使用者についても、同様とする。 

３～６ ［略］ ３～６ ［略］ 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受け

た者は、当該原動機付自転車等の主たる定置場が

市内に所在しないこととなったとき、当該原動機

付自転車等を所有し、若しくは使用しないことと

なったとき又は当該原動機付自転車等に対して軽

自動車税が課されることとなったときは、その事

由が発生した日から１５日以内に、市長に対し、

その標識及び証明書を返納しなければならない。 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受け

た者は、当該原動機付自転車等の主たる定置場が

市内に所在しないこととなったとき、当該原動機

付自転車等を所有し、若しくは使用しないことと

なったとき又は当該原動機付自転車等に対して種

別割が課されることとなったときは、その事由が

発生した日から１５日以内に、市長に対し、その

標識及び証明書を返納しなければならない。 

８・９ ［略］ ８・９ ［略］ 

  

   附 則    附 則 

  （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

 第３１条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収 

は、当分の間、第１章第２節の規定にかかわらず、

 県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例によ

り、行うものとする。 

  

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

 第３１条の３ 市長は、当分の間、第９０条の７の

規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境性能

割を減免する自動車に相当するものとして市長が

定める３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車

税の環境性能割を減免する。 
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  （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

 第３１条の４ 第９０条の５の規定による申告納付

については、当分の間、同条中「市長」とあるの

は、「県知事」とする。 

  

  （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交

付） 

 第３１条の５ 市は、県が軽自動車税の環境性能割

の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用

を補償するため、法附則第２９条の１６第１項に

掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交

付する。 

  

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

 第３１条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車に対す

る第９０条の３の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 
 

 ２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第９０条

の３（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用

については、当分の間、同号中「１００分の３」

とあるのは、「１００分の２」とする。 

  

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第３２条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の道路

運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両

番号の指定（次項及び第３項において「初回車両

番号指定」という。）を受けた月から起算して１

４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽 

 自動車税に係る第９１条の規定の適用については、

 当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第３２条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第

４４４条第３項に規定する車両番号の指定（次項

から第４項までにおいて「初回車両番号指定」と

いう。）を受けた月から起算して１４年を経過し

た月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割に係る第９１条の規定の適用については、当

分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げ

る３輪以上の軽自動車に対する第９１条の規定の

適用については、当該軽自動車が令和７年４月１

日から令和１０年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指

定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

２ 法附則第３０条第２項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第９１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和８

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の

属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
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３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３

輪以上の同項に規定するガソリン軽自動車（以下

この項において「ガソリン軽自動車」という。）

（営業用の乗用のものに限る。）に対する第９１

条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が令和７年４月１日から令和８年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、令

和８年度分の軽自動車税に限り、同条第２号ア(ｲ)

中「３，９００円」とあるのは「２，０００円」

と、同号ア(ｳ)ａ中「６，９００円」とあるのは「

３，５００円」とする。 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける３

輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定するガ

ソリン軽自動車（以下この項及び次項において「

ガソリン軽自動車」という。）（営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第９１条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月

１日から令和８年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指

定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車

税の種別割に限り、同条第２号ア(ｲ)中「３，９０

０円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア(ｳ)

ａ中「６，９００円」とあるのは「３，５００円

」とする。 

 ４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける３

輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適用を

受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。

）に対する第９１条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和

７年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に

限り、同条第２号ア(ｲ)中「３，９００円」とある

のは「３，０００円」と、同号ア(ｳ)ａ中「６，９

００円」とあるのは「５，２００円」とする。 

  

（軽自動車税の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第３２条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が前条第２項又は第３項

の規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当

するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定する 

 国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。

 ）に基づき当該判断をするものとする。 

第３２条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項か

ら第４項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽

自動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１

項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項

において同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額について不

足額があることを第９２条第２項の納期限（納期

限の延長があったときは、その延長された納期限

）後において知った場合において、当該事実が生

じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者に

当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した

者の偽りその他不正の手段を含む。）により国土

交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土

交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消し

たことによるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を賦課期日現在における当

該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみ

なして、軽自動車税に関する規定（第９４条及び

第９５条の規定を除く。）を適用する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額に

ついて不足額があることを第９２条第２項の納期

限（納期限の延長があったときは、その延長され

た納期限）後において知った場合において、当該

事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申

請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請を

した者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に

提供した者の偽りその他不正の手段を含む。）に

より国土交通大臣の認定等を受けたことを事由と

して国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を

取り消したことによるものであるときは、当該申

請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在に

おける当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所

有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規

定（第９４条及び第９５条の規定を除く。）を適

用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ ３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべ
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き軽自動車税の額は、同項の不足額に、これに１

００分の３５の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

き軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、

これに１００分の３５の割合を乗じて計算した金

額を加算した金額とする。 

  

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後のさいたま市市税条例の規定は、令和８年度以後の年

度分の軽自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の

環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 （さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年さいたま市条例第

４５号）の一部を次のように改正する。 
  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

   附 則    附 則 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運

送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番

号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課

する軽自動車税に係るさいたま市市税条例第９１

条及び附則第３２条第１項の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運

送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番

号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課

する軽自動車税の種別割に係るさいたま市市税条

例第９１条及び附則第３２条第１項の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。 

 ［略］ 
 

 ［略］ 
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議案第１０７号 

専決処分の報告及び承認を求めることについて 

 下記のことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の 

規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定

について 
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（別紙） 

専決第１６号 

専 決 処 分 書 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のよう

に専決処分する。 

  令和８年３月３１日 

さいたま市長 清 水 勇 人   

   さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年さいたま市条例第

２１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条の改正を次のように改める。 
改正後 改正前 

（課税額） （課税額） 
第３条 前条の者に対して課する国民健康保険税の

課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合

算額とする。 

第３条 前条の者に対して課する国民健康保険税の

課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合

算額とする。 
 ⑴ 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険に関する特別会計において負担する国民

健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（

昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民

健康保険事業費納付金（以下この条において「

国民健康保険事業費納付金」という。）の納付

に要する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号

）の規定による後期高齢者支援金等（以下この 
  条において「後期高齢者支援金等」という。）、

  介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定

による納付金（以下この条において「介護納付

金」という。）及び子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）の規定による子ども・

子育て支援納付金（以下「子ども・子育て支援

納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

 ⑴ 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険に関する特別会計において負担する国民

健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（

昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民

健康保険事業費納付金（以下この条において「

国民健康保険事業費納付金」という。）の納付

に要する費用のうち、埼玉県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号

）の規定による後期高齢者支援金等（以下この

条において「後期高齢者支援金等」という。）

及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の

規定による納付金（以下この条において「介護

納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

 ⑵・⑶ ［略］  ⑵・⑶ ［略］ 
 ⑷ 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康

保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用（埼玉県の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する子ども・子育て支

援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限
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る。）に充てるための国民健康保険税の課税額

をいう。以下同じ。） 
２ 前項第１号の基礎課税額は、国保課税被保険者

（前条第１項の世帯主及びその世帯に属する国民

健康保険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に 
 係る世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。

 以下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が６７万円を超える場合においては、基礎課税額

は、６７万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、国保課税被保険者

（前条第１項の世帯主及びその世帯に属する国民

健康保険の被保険者並びに前条第２項の世帯主に 
 係る世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。

 以下同じ。）につき算定した所得割額及び被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が６６万円を超える場合においては、基礎課税額

は、６６万円とする。 
３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 
５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税

額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する被保険者につき算定した所得

割額及び被保険者均等割額の合算額に、当該世帯

に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭和２

５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７

０３条の４第３０項に規定する１８歳以上被保険

者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以

上被保険者の被保険者均等割額（以下「１８歳以

上被保険者均等割額」という。）を加算した額と

する。ただし、加算後の額が３万円を超える場合 
 においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、

３万円とする。 

 

  

第２１条の改正を次のように改める。 
 （国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額） 
第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

６７万円を超える場合には、６７万円）、同条第

３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該各

号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して 
 得た額が２６万円を超える場合には、２６万円）、

 同条第４項本文の介護納付金課税額から当該各号

ウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が１７万円を超える場合には、１７万円）及

び同条第５項本文の子ども・子育て支援納付金課

税額から当該各号エに掲げる額を減額して得た額 
 （当該減額して得た額が３万円を超える場合には、

３万円）の合算額とする。 

第２１条 次の各号に掲げる国民健康保険税の納税

義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第

３条第２項本文の基礎課税額から当該各号アに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

６６万円を超える場合には、６６万円）及び同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該

各号イに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が２６万円を超える場合には、２６万円

）並びに同条第４項本文の介護納付金課税額から

当該各号ウに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が１７万円を超える場合には、１７

万円）の合算額とする。 

 ⑴ 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日後に

国民健康保険税の納付義務が発生した場合には

その発生した日。以下この項において同じ。）

現在においてその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保

険法第６条第８号の規定により被保険者の資格

を喪失した者（世帯主を除く。）であって、当

 ⑴ 世帯主、当該年度の賦課期日（賦課期日後に

国民健康保険税の納付義務が発生した場合には

その発生した日。以下この項において同じ。）

現在においてその世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者（国民健康保

険法第６条第８号の規定により被保険者の資格

を喪失した者（世帯主を除く。）であって、当
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該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の

世帯に属するものをいう。以下同じ。）につき

算定した法第７０３条の５第１項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額が、４３万

円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得について同条第３項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第

１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を

超える者に限る。）をいう。以下この号におい

て同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に

限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（以下この条において「給与所得

者等の数」という。）が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）を超えない世帯に係る納税義務者 

該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の

世帯に属するものをいう。以下同じ。）につき

算定した法第７０３条の５第１項に規定する総

所得金額及び山林所得金額の合算額が、４３万

円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健

康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち給与所得を有する者（前年中に法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項

に規定する給与所得について同条第３項に規定

する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第

１項に規定する給与等の収入金額が５５万円を

超える者に限る。）をいう。以下この号におい

て同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有

する者（前年中に法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３

項に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を

受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該

公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に

限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

の数の合計数（以下この条において「給与所得

者等の数」という。）が２以上の場合にあって

は、４３万円に当該給与所得者等の数から１を

減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）を超えない世帯に係る納税義務者 
  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について ３０，３１０円 
  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について ２６，８１０円 
  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

１０，４３０円 

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

９，４５０円 
  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について １

１，２７０円 

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について １

０，２２０円 
  エ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る被

保険者均等割額 国保課税被保険者１人につ

いて １，１２０円 
 

  オ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る１

８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保

険者１人について ７０円 
 

 ⑵ 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与

 ⑵ 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与
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所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）に当該被保険者

の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数に３

１万円を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を

除く。） 

所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）に当該被保険者

の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数に３

０万５，０００円を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る納税義務者（前号に該

当する者を除く。） 
  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について ２１，６５０円 
  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について １９，１５０円 
  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

７，４５０円 

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

６，７５０円 
  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について ８

，０５０円 

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について ７

，３００円 
  エ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る被

保険者均等割額 国保課税被保険者１人につ

いて ８００円 
 

  オ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る１

８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保

険者１人について ５０円 
 

 ⑶ 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）に当該被保険者

の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数に５

７万円を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者

を除く。） 

 ⑶ 世帯主、当該年度の賦課期日現在においてそ

の世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特

定同一世帯所属者につき算定した法第７０３条

の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が、４３万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が

２以上の場合にあっては、４３万円に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加算した金額）に当該被保険者

の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数に５

６万円を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者

を除く。） 
  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について ８，６６０円 
  ア 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保

課税被保険者１人について ７，６６０円 
  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

２，９８０円 

  イ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者

均等割額 国保課税被保険者１人について 

２，７００円 
  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について ３

，２２０円 

  ウ 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額

 介護納付金課税被保険者１人について ２

，９２０円 
  エ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る被  

   保険者均等割額 国保課税被保険者１人につ 
   いて ３２０円 

 

  オ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る１ 
   ８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保 
   険者１人について ２０円 

 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に ２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に
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６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前であ

る被保険者（以下「未就学児」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する被保

険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未

就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に

規定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）

は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 

６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前であ

る被保険者（以下「未就学児」という。）がある

場合における当該納税義務者に対して課する被保

険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未

就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に

規定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）

は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額とする。 
⑴ 基礎課税額に係る被保険者均等割額 次に掲 
げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人 
について次に定める額 

⑴ 基礎課税額に係る被保険者均等割額 次に掲 
げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人 
について次に定める額 

  ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世

帯 ６，４９５円 
  ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世

帯 ５，７４５円 
  イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世

帯 １０，８２５円 
  イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世

帯 ９，５７５円 
  ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世

帯 １７，３２０円 
  ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世

帯 １５，３２０円 
  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ２

１，６５０円 
  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １

９，１５０円 
⑵ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均 
等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ 
れ未就学児１人について次に定める額 

⑵ 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均 
等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ 
れ未就学児１人について次に定める額 

  ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世

帯 ２，２３５円 
  ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世

帯 ２，０２５円 
  イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世

帯 ３，７２５円 
  イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世

帯 ３，３７５円 
  ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世

帯 ５，９６０円 
  ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世

帯 ５，４００円 
  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ７

，４５０円 
  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ６

，７５０円 
 ⑶ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る被保

険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ未就学児１人について次に定める額 

 

  ア 前項第１号エに規定する金額を減額した世

帯 ２４０円 
 

  イ 前項第２号エに規定する金額を減額した世

帯 ４００円 
 

  ウ 前項第３号エに規定する金額を減額した世

帯 ６４０円 
 

  エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ８

００円 
 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法

施行令第５６条の８９第４項に規定する出産被保

険者（以下「出産被保険者」という。）が属する

場合における当該納税義務者に対して課する所得

割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、その減

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法

施行令第５６条の８９第４項に規定する出産被保

険者（以下「出産被保険者」という。）が属する

場合における当該納税義務者に対して課する所得

割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、その減
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額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び

被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 
 ⑴～⑹ ［略］  ⑴～⑹ ［略］ 
 ⑺ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第９条の２の規定により算定し

た所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

 

 ⑻ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額 

当該出産被保険者につき第９条の３の規定によ

り算定した被保険者均等割額（第１項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１

の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

 ⑼ 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者

均等割額 当該出産被保険者につき第９条の４

の規定により算定した１８歳以上被保険者均等

割額（第１項に規定する金額を減額するものと

した場合にあっては、その減額後の１８歳以上

被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前で

ある被保険者（以下「１８歳未満被保険者」とい

う。）がある場合における当該納税義務者に対し

て課する子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する１

８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割

額（前３項に規定する金額を減額するものとした

場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額

）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、当

該被保険者均等割額に相当する額を減額して得た

額とする。 

 

５ ［略］ ４ ［略］ 
  

 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

-18-



 

 

議案第１１２号 

さいたま市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市監査委員条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市監査委員条例の一部を改正する条例 

さいたま市監査委員条例（平成１３年さいたま市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（請求又は要求による監査） （請求又は要求による監査） 
第１０条 法第７５条第３項及び第５項の規定によ

る送付、公表及び提出、法第１９９条第９項及び

第１３項の規定による提出及び公表（議会の請求

又は市長の要求に係る結果に関するものに限る。

）、法第２３５条の２第３項及び地方公営企業法

第２７条の２第２項の規定による提出（市長又は

管理者の要求に係る結果に関するものに限る。）

並びに法第２４３条の２の９第３項（地方公営企

業法第３４条において準用する場合を含む。）の

規定による決定は、請求又は要求のあった日から

６０日以内にこれを行わなければならない。ただ

し、やむを得ない理由があるときは、この限りで

ない。 

第１０条 法第７５条第３項及び第５項の規定によ

る送付、公表及び提出、法第１９９条第９項及び

第１３項の規定による提出及び公表（議会の請求

又は市長の要求に係る結果に関するものに限る。

）、法第２３５条の２第３項及び地方公営企業法

第２７条の２第２項の規定による提出（市長又は

管理者の要求に係る結果に関するものに限る。）

並びに法第２４３条の２の８第３項（地方公営企

業法第３４条において準用する場合を含む。）の

規定による決定は、請求又は要求のあった日から

６０日以内にこれを行わなければならない。ただ

し、やむを得ない理由があるときは、この限りで

ない。 
  

附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議案第１１３号 

さいたま市新庁舎の建設工事に伴う交渉民間事業者等審査委員会条例の制定に

ついて 

さいたま市新庁舎の建設工事に伴う交渉民間事業者等審査委員会条例を次のように

定める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市新庁舎の建設工事に伴う交渉民間事業者等審査委員会条例 

 （設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法

律第１８号）第１８条の規定に基づき、さいたま市新庁舎（さいたま市役所の本庁 

舎として新たに整備される庁舎をいう。）の建設工事の仕様を確定するための工法、 

価格等の交渉を行う民間事業者の選定及び当該交渉の妥当性に関する必要な事項に

ついて審査するため、さいたま市新庁舎の建設工事に伴う交渉民間事業者等審査委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （組織） 

第２条 委員会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 学識経験を有する者 

⑵ 市職員 

⑶ 前２号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （任期） 

第３条 委員の任期は、第１条に規定する審査を終える日までの間とする。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名

する委員が、その職務を代理する。 

 （会議） 
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第５条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

５ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明

若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

６ 会議は、公開とする。ただし、委員長が特に必要と認めるときは、委員会に諮っ

て会議を公開しないことができる。 

（専門部会） 

第６条 委員会は、第１条に規定する審査に係る専門の事項を調査審議させるため、

専門部会（以下「部会」という。）を置くことができる。 

２ 部会は、委員会により付議された事項について調査審議し、その経過及び結果を

委員会に報告する。 

３ 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。 

 （守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、都市戦略本部において処理する。 

 （委任）  

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１４号 

   さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 さいたま市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

   さいたま市市税条例の一部を改正する条例 

 さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のように改

正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （所得割の課税標準）  （所得割の課税標準） 

第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当

等（次項及び第２５条の２において「特定配当等

」という。）（同号ロに掲げるものを除く。以下

この項において同じ。）に係る所得を有する者に

係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の

金額を除外して算定する。 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当

等（以下この項及び次項並びに第２５条の２にお

いて「特定配当等」という。）に係る所得を有す

る者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る

所得の金額を除外して算定する。 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 
  
 （寄附金税額控除）  （寄附金税額控除） 
第２４条の２ ［略］ 第２４条の２ ［略］ 
２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１１

項（法附則第５条の６第３項又は第４項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）に定め

るところにより計算した金額とする。 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１１

項（法附則第５条の６第２項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）に定めるところに

より計算した金額とする。 
３ ［略］ ３ ［略］ 
  
 （市民税の申告）  （市民税の申告） 
第２８条 第１４条第１項第１号に掲げる者は、３

月１５日までに、規則で定める申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、法第３１７条の

第２８条 第１４条第１項第１号に掲げる者は、３

月１５日までに、規則で定める申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、法第３１７条の
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６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書

又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある

者から１月１日現在において給与又は公的年金等

の支払を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外

の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令

第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、

地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別

控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が９００万円以下であるものに限る。）の法第

３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己

と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が

９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配

偶者に該当しないものに係るものを除く。）、法

第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額若し

くは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項

第１２号に規定する特定親族をいう。第２９条の

２第１項第３号並びに第２９条の３第１項及び第

２項第４号において同じ。）（前年の合計所得金

額が８５万円以下であるものに限る。）に係るも

のを除く。）の控除又はこれらと併せて雑損控除

額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条第

８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項

に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若

しくは第２４条の２第１項（同項第２号に掲げる

寄附金（特定非営利活動促進法第２条第３項に規

定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項に

規定する特例認定特定非営利活動法人に対するも

のを除く。第５項において同じ。）に係る部分を

除く。）及び第２項の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除額」とい

う。）の控除を受けようとするものを除く。以下

この条において「給与所得等以外の所得を有しな

かった者」という。）及び第１５条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の

⑵に掲げる者を除く。）については、この限りで

ない。 

６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書

又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある

者から１月１日現在において給与又は公的年金等

の支払を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得

を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外

の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令

第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小

規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、

地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別

控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金

額が９００万円以下であるものに限る。）の法第

３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己

と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が

９５万円以下であるものに限る。）で控除対象配

偶者に該当しないものに係るものを除く。）、法

第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額若し

くは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項

第１２号に規定する特定親族をいう。第２９条の

２第１項第３号及び第２９条の３第１項において

同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下で

あるものに限る。）に係るものを除く。）の控除

又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控

除額の控除、法第３１３条第８項に規定する純損

失の金額の控除、同条第９項に規定する純損失若

しくは雑損失の金額の控除若しくは第２４条の２

第１項（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利

活動促進法第２条第３項に規定する認定特定非営

利活動法人及び同条第４項に規定する特例認定特

定非営利活動法人に対するものを除く。第５項に

おいて同じ。）に係る部分を除く。）及び第２項

の規定により控除すべき金額（以下この条におい

て「寄附金税額控除額」という。）の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条において「給

与所得等以外の所得を有しなかった者」という。

）及び第１５条第２項に規定する者（施行規則第 
 ２条の２第１項の表の上欄の⑵に掲げる者を除く。

 ）については、この限りでない。 

２～１０ ［略］ ２～１０ ［略］ 
  
 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申

告書） 
 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申

告書） 
第２９条の２ 所得税法第１９４条第１項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しなければなら

ない者（以下この条において「給与所得者」とい

う。）で区内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の

支払者（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前

第２９条の２ 所得税法第１９４条第１項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しなければなら

ない者（以下この条において「給与所得者」とい

う。）で区内に住所を有するものは、当該申告書

の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の

支払者（以下この条において「給与支払者」とい

う。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前
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日までに、施行規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 

日までに、施行規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０

００万円以下である者に限る。）の自己と生計

を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定

する青色事業専従者に該当するもので同項に規

定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項

に規定する事業専従者に該当するものを除く。

次条第１項第２号において同じ。）（合計所得

金額が１３３万円以下であるものに限る。）の

氏名 

 ⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０

００万円以下である者に限る。）の自己と生計

を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定

する青色事業専従者に該当するもので同項に規

定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項

に規定する事業専従者に該当するものを除き、

合計所得金額が１３３万円以下であるものに限

る。次条第１項において同じ。）の氏名 

 ⑶・⑷ ［略］  ⑶・⑷ ［略］ 
２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 
５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第

４８条の９の７の２において準用する令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって施行規則で定めるものをいう。次条第

５項及び第５７条第３項において同じ。）により

提供することができる。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第

４８条の９の７の２において準用する令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって施行規則で定めるものをいう。次条第

４項及び第５７条第３項において同じ。）により

提供することができる。 
６ ［略］ ６ ［略］ 
  
 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族等申告書） 
 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族等申告書） 
第２９条の３ 次に掲げる者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）は、公的年金等

支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定す

る申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する

公的年金等（以下この項において「公的年金等」

という。）の支払者をいう。以下この条において

同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

第２９条の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。以下この項において「

公的年金等」という。）の支払を受ける者であっ

て、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得

金額が９００万円以下であるものに限る。）の自

己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第４９

条に規定する退職手当等に限る。以下この項にお

いて同じ。）に係る所得を有する者であって、合

計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）

をいう。第２号において同じ。）又は扶養親族（

年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であっ

て退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若

しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する

者であって、合計所得金額が８５万円以下である

ものに限る。）を有する者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）で区内に住所を

有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべ
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き所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等の支払者（以下この条において「公的年金

等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等

の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定め

るところにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 
 ⑴ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により

同項に規定する申告書を提出しなければならな

い者 

 ⑴ 当該公的年金等支払者の名称 

 ⑵ 法の施行地において公的年金等（所得税法第 

  ２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

  ）の支払を受ける第１４条第１項第１号に掲げ

る者であって、特定配偶者（所得割の納税義務

者（合計所得金額が９００万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配偶者（合

計所得金額が９５万円以下であるものに限る。

）をいう。次号及び次項第３号において同じ。

）（退職手当等（第４９条に規定する退職手当

等に限る。以下この号において同じ。）に係る

所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢

１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって

退職手当等に係る所得を有する者に限る。）若

しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有す

る者であって、合計所得金額が８５万円以下で

あるものに限る。）を有する者 

 ⑵ 特定配偶者の氏名 

 ⑶ 法の施行地において公的年金等（所得税法第 

  ２０３条の７の規定の適用を受けるものに限る。

  ）の支払を受ける第１４条第１項第１号に掲げ

る者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年

金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払

を受けるべき日の前日の現況において令第４８

条の９の７の３に定める金額に満たない者を除

く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり

親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親

族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族

に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額が

８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

 ⑶ 扶養親族又は特定親族の氏名 

  ⑷ 前３号に掲げるもののほか、施行規則で定め

る事項 
２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲

げる事項とする。 
 

 ⑴ 公的年金等支払者の名称  
 ⑵ 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１

項第６号に規定する特別障害者又はその他の障

害者に該当する場合にはその旨及びその該当す

る事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合

にはその旨 

 

 ⑶ 特定配偶者の氏名  
 ⑷ 扶養親族又は特定親族の氏名  
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 ⑸ その他施行規則で定める事項  
３ 第１項又は法第３１７条の３の３第１項の規定

による申告書を公的年金等支払者を経由して提出

する場合において、当該申告書に記載すべき事項

がその年の前年において当該公的年金等支払者を

経由して提出した第１項又は同条第１項の規定に

よる申告書に記載した事項と異動がないときは、

公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所

得税法第２０３条の６第２項に規定する国税庁長

官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定

めるところにより、第１項又は法第３１７条の３

の３第１項の規定により記載すべき事項に代えて

当該異動がない旨を記載した第１項又は同条第１

項の規定による申告書を提出することができる。 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定に

よる申告書を公的年金等支払者を経由して提出す

る場合において、当該申告書に記載すべき事項が

その年の前年において当該公的年金等支払者を経

由して提出した前項又は法第３１７条の３の３第

１項の規定による申告書に記載した事項と異動が

ないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金

等支払者が所得税法第２０３条の６第２項に規定

する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、

施行規則で定めるところにより、前項又は法第３

１７条の３の３第１項の規定により記載すべき事

項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は

法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書

を提出することができる。 
４ ［略］ ３ ［略］ 
５ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令

第４８条の９の８において準用する令第８条の２

の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則

で定めるところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に

記載すべき事項を電磁的方法により提供すること

ができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令

第４８条の９の７の３において準用する令第８条

の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行

規則で定めるところにより、当該申告書の提出に

代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的

年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公

的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理 

 された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の

規定の適用については、同項中「申告書が」とあ

るのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的

年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公

的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理 

 された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

  

 （固定資産税の免税点）  （固定資産税の免税点） 

第７０条 同一の者について一の区の区域内におけ

るその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に

対して課する固定資産税の課税標準となるべき額

が土地又は家屋にあっては３０万円、償却資産に

あっては１８０万円に満たない場合においては、

固定資産税を課さない。 

第７０条 同一の者について一の区の区域内におけ

るその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に

対して課する固定資産税の課税標準となるべき額

が土地にあっては３０万円、家屋にあっては２０

万円、償却資産にあっては１５０万円に満たない

場合においては、固定資産税を課さない。 

  

 （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交

付等） 

 （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交

付等） 

第９８条 ［略］ 第９８条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 第１項又は第２項の規定により交付を受けた標

識は、次項の規定により、市長に対し返納し、又

は規則で定める方法により破壊（以下「返納等」

という。）するまでの間は、市長の指示に従い、

当該原動機付自転車等の車体の見やすい箇所に常

に取り付けていなければならない。 

５ 第１項又は第２項の規定により交付を受けた標

識は、次項の規定により返納するまでの間は、市

長の指示に従い、当該原動機付自転車等の車体の

見やすい箇所に常に取り付けていなければならな

い。 
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６ 第１項の標識及び第３項の証明書の交付を受け

た後において当該原動機付自転車等に係る軽自動

車等の所有者等でなくなった者は、第９４条第３

項の申告書を提出する際、その標識を返納等し、

かつ、その証明書を市長に対し返納しなければな

らない。 

６ 第１項の標識及び第３項の証明書の交付を受け

た後において当該原動機付自転車等に係る軽自動

車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、

第９４条第３項の申告書を提出する際、当該申告

書に添えて、その標識及び証明書を返納しなけれ

ばならない。 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受け

た者は、当該原動機付自転車等の主たる定置場が

市内に所在しないこととなったとき、当該原動機

付自転車等を所有し、若しくは使用しないことと

なったとき又は当該原動機付自転車等に対して軽

自動車税が課されることとなったときは、その事

由が発生した日から１５日以内に、その標識を返

納等し、かつ、その証明書を市長に対し返納しな

ければならない。 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受け

た者は、当該原動機付自転車等の主たる定置場が

市内に所在しないこととなったとき、当該原動機

付自転車等を所有し、若しくは使用しないことと

なったとき又は当該原動機付自転車等に対して軽

自動車税が課されることとなったときは、その事

由が発生した日から１５日以内に、市長に対し、

その標識及び証明書を返納しなければならない。 

８ 第１項又は第２項の標識の交付を受けた者は、

その標識をき損し（第５項に規定する破壊を行う

場合を除く。）、若しくは亡失し、又はま滅した

ときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その再 

 交付を受けなければならない。この場合において、

 当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失

に基づくときは、弁償金として１００円を納めな

ければならない。 

８ 第１項又は第２項の標識の交付を受けた者は、

その標識をき損し、若しくは亡失し、又はま滅し

たときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その

再交付を受けなければならない。この場合におい

て、当該標識のき損又は亡失がその者の故意又は

過失に基づくときは、弁償金として１００円を納

めなければならない。 

９ ［略］ ９ ［略］ 

１０ 市が第５項に規定する破壊を行う場合の手数

料は、１件につき１００円とする。 

 

  

   附 則    附 則 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医

療費控除の特例） 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医

療費控除の特例） 

第１２条 平成３０年度以後の各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第４条の５第３項の規定に該

当する場合における第２０条の規定による控除に

ついては、その者の選択により、同条中「同条第

１項」とあるのは「同条第１項（第２号を除く。

）」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則

第４条の５第３項の規定により読み替えて適用さ

れる法第３１４条の２第１項（第２号に係る部分

に限る。）」として、同条の規定を適用すること

ができる。 

第１２条 平成３０年度から令和９年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の５第

３項の規定に該当する場合における第２０条の規

定による控除については、その者の選択により、

同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（

第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「ま

で並びに法附則第４条の５第３項の規定により読

み替えて適用される法第３１４条の２第１項（第

２号に係る部分に限る。）」として、同条の規定

を適用することができる。 

  

  （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

 第１５条の３ 平成２０年度から平成２８年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税

義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第

４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受け

た場合（同法第４１条第１項に規定する居住年が

平成１１年から平成１８年までの各年である場合

に限る。）においては、法附則第５条の４第６項
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に規定するところにより控除すべき額（第３項に

おいて「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」

という。）を、当該納税義務者の第２１条及び第

２４条の規定を適用した場合の所得割の額から控

除する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第２５条 
 及び第２５条の２第１項の規定の適用については、

 第２５条中「前２条」とあるのは「前２条並びに

附則第１５条の３第１項」と、同項中「前３条」

とあるのは「前３条並びに附則第１５条の３第１

項」とする。 
 ３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納税義務者

が、当該年度の初日の属する年の３月１５日まで

に、施行規則で定めるところにより、同項の規定

の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入

金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載し

た市民税住宅借入金等特別税額控除申告書（その

提出期限後において市民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたものを含む。）を、市長

に提出した場合（法附則第５条の４第９項の規定

により税務署長を経由して提出した場合を含む。

）に限り、適用する。 
  
 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）  
第１５条の３ 平成２２年度から令和２５年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税

義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第

４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受け

た場合（同法第４１条第１項に規定する居住年が

平成２１年から令和１２年までの各年である場合

に限る。）には、法附則第５条の４第５項（同条

第７項の規定により読み替えて適用される場合を 
 含む。）に規定するところにより控除すべき額を、

 当該納税義務者の第２１条及び第２４条の規定を

適用した場合の所得割の額から控除する。 

第１５条の３の２ 平成２２年度から令和２０年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用を

受けた場合（同法第４１条第１項に規定する居住

年が平成１１年から平成１８年まで又は平成２１

年から令和７年までの各年である場合に限る。）

において、前条第１項の規定の適用を受けないと

きは、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項

の規定により読み替えて適用される場合を含む。

）に規定するところにより控除すべき額を、当該

納税義務者の第２１条及び第２４条の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。 
２ 前項の規定の適用がある場合における第２５条 
 及び第２５条の２第１項の規定の適用については、

 第２５条中「前２条」とあるのは「前２条並びに

附則第１５条の３第１項」と、第２５条の２第１

項中「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第

１５条の３第１項」とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第２５条 
 及び第２５条の２第１項の規定の適用については、

 第２５条中「前２条」とあるのは「前２条並びに

附則第１５条の３の２第１項」と、同項中「前３

条」とあるのは「前３条並びに附則第１５条の３

の２第１項」とする。 
  
 （寄附金税額控除における特例控除額の特例）  （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 
第１５条の４ 第２４条の２の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条の

７第１１項第２号若しくは第３号に掲げる場合に

該当する場合又は第２１条第２項に規定する課税

総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得

第１５条の４ 第２４条の２の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条の

７第１１項第２号若しくは第３号に掲げる場合に

該当する場合又は第２１条第２項に規定する課税

総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得
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金額を有しない場合であって、当該納税義務者の 
 前年中の所得について、附則第３６条の２第１項、

 附則第３７条第１項、附則第３８条第１項、附則

第４１条第１項、附則第４２条第１項、附則第４

２条の２第１項又は附則第４３条第１項の規定の

適用を受けるときは、第２４条の２第２項に規定

する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法

附則第５条の５第２項（法附則第５条の６第３項

又は第４項の規定により読み替えて適用される場

合を含む。）に定めるところにより計算した金額

とする。 

金額を有しない場合であって、当該納税義務者の 
 前年中の所得について、附則第３６条の２第１項、

 附則第３７条第１項、附則第３８条第１項、附則

第４１条第１項、附則第４２条第１項、附則第４

２条の２第１項又は附則第４３条第１項の規定の

適用を受けるときは、第２４条の２第２項に規定

する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法

附則第５条の５第２項（法附則第５条の６第２項

の規定により読み替えて適用される場合を含む。

）に定めるところにより計算した金額とする。 

  
 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課

税の特例） 
 （肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課

税の特例） 
第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 
２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、

 法附則第６条第５項に規定する場合において、第

２８条第１項の規定による申告書に肉用牛の売却

に係る租税特別措置法第２５条第２項第２号に規

定する事業所得の明細に関する事項の記載がある

ときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税

の所得割の額は、第１９条から第２１条まで、第

２４条から第２５条まで、附則第１５条第１項、

附則第１５条の３第１項及び附則第１５条の４の

規定にかかわらず、法附則第６条第５項各号に掲

げる金額の合計額とすることができる。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、

 法附則第６条第５項に規定する場合において、第

２８条第１項の規定による申告書に肉用牛の売却

に係る租税特別措置法第２５条第２項第２号に規

定する事業所得の明細に関する事項の記載がある

ときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税

の所得割の額は、第１９条から第２１条まで、第

２４条から第２５条まで、附則第１５条第１項、

附則第１５条の３第１項、附則第１５条の３の２ 
 第１項及び附則第１５条の４の規定にかかわらず、

 法附則第６条第５項各号に掲げる金額の合計額と

することができる。 
３ ［略］ ３ ［略］ 
  
第１７条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該

納税義務者について前条第３項の規定による申告

特例通知書の送付があった場合（法附則第７条第

１３項の規定によりなかったものとみなされる場

合を除く。）には、法附則第７条の２第４項（法

附則第７条の３第３項又は第４項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）に規定すると

ころにより控除すべき額を、第２４条の２第１項

及び第２項の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除するものとする。 

第１７条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該

納税義務者について前条第３項の規定による申告

特例通知書の送付があった場合（法附則第７条第

１３項の規定によりなかったものとみなされる場

合を除く。）には、法附則第７条の２第４項に規

定するところにより控除すべき額を、第２４条の

２第１項及び第２項の規定を適用した場合の所得

割の額から控除するものとする。 

  
 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める

割合） 
 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める

割合） 
第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。 

第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。 
 ［略］ 
法附則第１５条第１３

項本文 
 ［略］ 

 ［略］ 
法附則第１５条第１４

項本文 
 ［略］ 
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法附則第１５条第１３

項ただし書 
 ［略］ 

法附則第１５条第２１

項第１号 
 ［略］ 

法附則第１５条第２１

項第２号 
 ［略］ 

法附則第１５条第２１

項第３号 
 ［略］ 

法附則第１５条第２２

項第１号 
 ［略］ 

法附則第１５条第２２

項第２号 
 ［略］ 

法附則第１５条第２４

項第１号 
２分の１ 

法附則第１５条第２４

項第２号 
５分の３ 

法附則第１５条第２４

項第３号 
３分の２ 

法附則第１５条第２４

項第４号 
４分の３ 

法附則第１５条第２７

項 
 ［略］ 

法附則第１５条第３１

項 
 ［略］ 

法附則第１５条第３５

項 
 ［略］ 

法附則第１５条第３６

項 
 ［略］ 

法附則第１５条第３９

項 
 ［略］ 

法附則第１５条第４０

項 
 ［略］ 

 ［略］ 
法附則第１５条の１１

第１項 
３分の１ 

 

法附則第１５条第１４

項ただし書 
 ［略］ 

法附則第１５条第２２

項第１号 
 ［略］ 

法附則第１５条第２２

項第２号 
 ［略］ 

法附則第１５条第２２

項第３号 
 ［略］ 

法附則第１５条第２３

項第１号 
 ［略］ 

法附則第１５条第２３

項第２号 
 ［略］ 

法附則第１５条第２５

項第１号 
３分の２ 

法附則第１５条第２５

項第２号 
７分の６ 

法附則第１５条第２５

項第３号 
４分の３ 

法附則第１５条第２５

項第４号 
２分の１ 

法附則第１５条第２８

項 
 ［略］ 

法附則第１５条第３２

項 
 ［略］ 

法附則第１５条第３６

項 
 ［略］ 

法附則第１５条第３７

項 
 ［略］ 

法附則第１５条第４０

項 
 ［略］ 

法附則第１５条第４１

項 
 ［略］ 

 ［略］ 
 
 

  
 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 
 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 
第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］ 
２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 
７ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申告書に令附則第１２条第１７項

に規定する従前の家屋について移転補償金を受け

たことを証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

７ 法附則第１５条の８第４項の家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申告書に令附則第１２条第１６項

に規定する従前の家屋について移転補償金を受け

たことを証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 

８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅 ８ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅
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について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書

類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第

２０項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書

類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第

１９項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

 ⑴～⑹ ［略］  ⑴～⑹ ［略］ 

９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

 ⑴～⑶ ［略］  ⑴～⑶ ［略］ 

 ⑷ 令附則第１２条第２４項に掲げる者に該当す

る者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいず

れに該当するかの別 

 ⑷ 令附則第１２条第２３項に掲げる者に該当す

る者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいず

れに該当するかの別 

 ⑸ ［略］  ⑸ ［略］ 

 ⑹ 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則

第１２条第２５項に規定する補助金等、居宅介

護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

 ⑹ 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則

第１２条第２４項に規定する補助金等、居宅介

護住宅改修費及び介護予防住宅改修費 

 ⑺ ［略］  ⑺ ［略］ 

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専有

部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修

工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１

０項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専有

部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修

工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１

０項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附

則第１２条第３２項に規定する補助金等 

 ⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附

則第１２条第３１項に規定する補助金等 

 ⑹ ［略］  ⑹ ［略］ 

１１ ［略］ １１ ［略］ 

１２ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特

定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項に規定す

る特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、

これらの規定の適用を受けようとする者は、法附

則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修

工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１

２項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

１２ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特

定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項に規定す

る特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、

これらの規定の適用を受けようとする者は、法附

則第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修

工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１

２項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

 ⑴～⑷ ［略］  ⑴～⑷ ［略］ 

 ⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附  ⑸ 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附
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則第１２条第３２項に規定する補助金等 則第１２条第３１項に規定する補助金等 

 ⑹ ［略］  ⑹ ［略］ 

１３・１４ ［略］ １３・１４ ［略］ 

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１８項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定

による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第１２条第２０項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

１５ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１８項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定

による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第１２条第１９項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

 ⑴～⑹ ［略］  ⑴～⑹ ［略］ 

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改修特別特定

建築物について、同項の規定の適用を受けようと

する者は、同項に規定する利便性等向上改修工事

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条の２第１項

に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及

び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第

１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第

３項の条例で付加した事項を含む。）又は同法第

１７条第３項第１号に規定する同法第２条第２０

号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関

する基準に適合する旨を証する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

１６ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術

公演施設について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、同項に規定する利便性等向上改修工

事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年

国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定

する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の

活性化に関する法律（平成２４年法律第４９号）

第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供

する施設である旨を証する書類を添付して市長に

提出しなければならない。 

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令（平成１８年政令第３

７９号）第５条各号に規定する特別特定建築物

（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律第１４条第３項の条例で定める同法

第２条第１８号に規定する特定建築物を含む。

）のいずれに該当するかの別 

 ⑶ 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律施行令（平成１８年政令第３

７９号）第５条第３号に規定する劇場若しくは

演芸場又は同条第４号に規定する集会場若しく

は公会堂のいずれに該当するかの別 

 ⑷～⑹ ［略］  ⑷～⑹ ［略］ 

  
 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例） 
 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例） 
第３６条の２ ［略］ 第３６条の２ ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 
３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項及び

 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附
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附則第１５条の３第１項の規定の適用について

は、第２４条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第３６条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第２４条の２第

１項前段、第２５条、第２５条の２第１項、附

則第１５条第１項及び附則第１５条の３第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第３６条の２第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第２４条の２第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第３６条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２４条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第３６条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第２４条の２第１項前段、第２

５条、第２５条の２第１項、附則第１５条第１

項、附則第１５条の３第１項及び附則第１５条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額並びに附則第３６条の２第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第２４条の

２第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第３６条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」とする。 
 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
  
 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の

課税の特例） 
 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の

課税の特例） 
第３７条 ［略］ 第３７条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 
３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項及び

附則第１５条の３第１項の規定の適用について

は、第２４条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第３７条第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項

前段、第２５条、第２５条の２第１項、附則第

１５条第１項及び附則第１５条の３第１項中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第３７条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２４条の２第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第３７

条第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２４条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第３７条第１項の規定による市民税の所得割 
  の額」と、第２４条の２第１項前段、第２５条、

  第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第３７条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第３７条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 
 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
４ ［略］ ４ ［略］ 
  
 （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

） 
 （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

） 
第３８条 ［略］ 第３８条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 
３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項及び

 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附
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附則第１５条の３第１項の規定の適用について

は、第２４条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第３８条第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項

前段、第２５条、第２５条の２第１項、附則第

１５条第１項及び附則第１５条の３第１項中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第３８条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２４条の２第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第３８

条第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２４条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第３８条第１項の規定による市民税の所得割 
  の額」と、第２４条の２第１項前段、第２５条、

  第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第３８条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第３８条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 
 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
  
 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 
 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 
第３９条 昭和６３年度から令和１１年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項

に規定する土地等をいう。以下この条において同

じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

この条において同じ。）をした場合において、当

該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３

４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための

譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受け

る譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る

課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所

得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める金額に相当する額とする。 

第３９条 昭和６３年度から令和８年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者

が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基因

となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項に 
 規定する土地等をいう。以下この条において同じ。

 ）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この

条において同じ。）をした場合において、当該譲

渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３４条

の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡

をいう。）に該当するときにおける前条第１項に

規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲

渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税

長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割

の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

金額に相当する額とする。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための

譲渡（法附則第３４条の２第６項に規定する確定

優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下こ

の項において同じ。）に該当するときにおける前

条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡

所得金額に対して課する市民税の所得割について

準用する。この場合において、当該譲渡が法附則

第３４条の２第１２項の規定に該当することとな

るときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡ではなかったものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所 
 得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、

 当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡

（法附則第３４条の２第５項に規定する確定優良

住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項

において同じ。）に該当するときにおける前条第

１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得

金額に対して課する市民税の所得割について準用

する。この場合において、当該譲渡が法附則第３

４条の２第１０項の規定に該当することとなると

きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡ではなかったものとみなす。 
３ ［略］ ３ ［略］ 
４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。  
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）の場合において、所得割の納税義務者が、租税

特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１

５号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものを

したときにおけるその譲渡をした土地等がその譲

渡をした時において地すべり等防止法（昭和３３

年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区

域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の急

傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１

２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別

警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法（平成

１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害

防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、

第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のため

の譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡

に該当しないものとみなす。 
  
 （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

） 
 （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

） 
第４１条 ［略］ 第４１条 ［略］ 
２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 
５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 
５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項及び

附則第１５条の３第１項の規定の適用について

は、第２４条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第４１条第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項

前段、第２５条、第２５条の２第１項、附則第

１５条第１項及び附則第１５条の３第１項中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第４１条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２４条の２第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第４１

条第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２４条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第４１条第１項の規定による市民税の所得割 
  の額」と、第２４条の２第１項前段、第２５条、

  第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第４１条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第４１条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 
 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
  
 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例） 
 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例） 
第４２条 ［略］ 第４２条 ［略］ 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、  ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、
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第２５条の２第１項、附則第１５条第１項及び

附則第１５条の３第１項の規定の適用について

は、第２４条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第４２条第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項

前段、第２５条、第２５条の２第１項、附則第

１５条第１項及び附則第１５条の３第１項中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第４２条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２４条の２第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第４２

条第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２４条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第４２条第１項の規定による市民税の所得割 
  の額」と、第２４条の２第１項前段、第２５条、

  第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第４２条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第４２条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 
 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
  
 （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の

課税の特例） 
 （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の

課税の特例） 
第４３条 ［略］ 第４３条 ［略］ 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項及び

附則第１５条の３第１項の規定の適用について

は、第２４条中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第４３条第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項

前段、第２５条、第２５条の２第１項、附則第

１５条第１項及び附則第１５条の３第１項中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第４３条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２４条の２第１項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第４３

条第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」とする。 

 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２４条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第４３条第１項の規定による市民税の所得割 
  の額」と、第２４条の２第１項前段、第２５条、

  第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第４３条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第４３条第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 
 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
  
 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 
 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 
第４３条の２ ［略］ 第４３条の２ ［略］ 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項及び第１５条の３第１項の規定の適用につい

ては、第２４条中「所得割の額」とあるのは「

 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「
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所得割の額及び附則第４３条の２第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２４条の２

第１項前段、第２５条及び第２５条の２第１項

並びに附則第１５条第１項及び第１５条の３第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第４３条の２第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第４３条の２第１項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４３条の２第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第２４条の２第１項前段、第２５

条及び第２５条の２第１項並びに附則第１５条

第１項、第１５条の３第１項及び第１５条の３

の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第４３条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第２４条の２第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第４３条の２第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 
 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
３・４ ［略］ ３・４ 「略」 
５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 
５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項及び第１５条の３第１項の規定の適用につい

ては、第２４条中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び附則第４３条の２第３項後段の

規定による市民税の所得割の額」と、第２４条

の２第１項前段、第２５条及び第２５条の２第

１項並びに附則第１５条第１項及び第１５条の

３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第４３条の２第３項後段の規定

による市民税の所得割の額」と、第２４条の２

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第４３条の２第３項後段の規定

による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４３条の２第３項後段の規定による市民税の

所得割の額」と、第２４条の２第１項前段、第

２５条及び第２５条の２第１項並びに附則第１

５条第１項、第１５条の３第１項及び第１５条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額並びに附則第４３条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」と、第２４

条の２第１項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第４３条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。 
 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
  
 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 
 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 
第４４条 ［略］ 第４４条 ［略］ 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 
２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項及び第１５条の３第１項の規定の適用につい

ては、第２４条中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び附則第４４条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１

項前段、第２５条及び第２５条の２第１項並び

に附則第１５条第１項及び第１５条の３第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び

 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４４条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第２４条の２第１項前段、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２
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に附則第４４条第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第２４条の２第１項後段中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

４４条第１項の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第４４条第１項の規定による市民

税の所得割の額」と、第２４条の２第１項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第４４条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 
 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
３・４ ［略］ ３・４ 「略」 
５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 
５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 
 ⑴ ［略］  ⑴ ［略］ 
 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項及び第１５条の３第１項の規定の適用につい

ては、第２４条中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び附則第４４条第３項後段の規定

による市民税の所得割の額」と、第２４条の２

第１項前段、第２５条及び第２５条の２第１項

並びに附則第１５条第１項及び第１５条の３第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに附則第４４条第３項後段の規定による市

民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第４４条第３項後段の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

 ⑵ 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４４条第３項後段の規定による市民税の所得

割の額」と、第２４条の２第１項前段、第２５

条及び第２５条の２第１項並びに附則第１５条

第１項、第１５条の３第１項及び第１５条の３

の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第４４条第３項後段の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第２４条の２第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び附則第４４条第３項後段の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。 
 ⑶～⑸ ［略］  ⑶～⑸ ［略］ 
６ ［略］ ６ ［略］ 
  
 （読替規定）  （読替規定） 
第５４条 法附則第１５条第１項、第８項、第１２

項から第１６項まで、第１８項、第１９項、第２

３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、第

３５項、第３６項、第４０項若しくは第４３項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条 
 の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、

 第１５２条第２項中「又は第３３項」とあるのは、

 「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５

条の３まで若しくは第６３条」とする。 

第５４条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３

項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２

４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、第

３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条 
 の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、

第１５２条第２項中「又は第３３項」とあるのは、

 「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５

条の３まで若しくは第６３条」とする。 
  

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第９８条の改正 令和８年８月３日 
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⑵ 第２８条、第２９条の２及び第２９条の３の改正並びに附則第１２条の改正及

び附則第１５条の３の２の改正（「令和２０年度」を「令和２５年度」に改める

部分及び「令和７年」を「令和１２年」に改める部分に限る。）並びに次条第１

項及び第２項の規定 令和９年１月１日 

⑶ 第７０条の改正及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日 

⑷ 第２４条の２の改正並びに附則第１５条の４及び第１７条の２の改正並びに附

則第３９条の改正（同条第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」

に改める部分を除く。）並びに次条第３項の規定 令和１０年１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後のさいたま市市税条例（以下「改正後の条例」という。 

 ）第２９条の３第１項及び第２項の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以

後に支払を受けるべき公的年金等について提出する改正後の条例第２９条の３第１

項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等につ

いて提出したこの条例による改正前のさいたま市市税条例第２９条の３第１項の規

定による申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条第２号に掲げる規定による改正後のさいたま市市税条例附則第１５条の３第

１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に

所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「

所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定

により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例

居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に

規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３

５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定

する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定

により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定

する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部

分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同

条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅
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等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合に

ついて適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の

規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第

２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第２０項に

規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第３５項の規定により

同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐震改修住

宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又

は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定により同条第１０項に

規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認定住宅等を含む。

）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、

なお従前の例による。 

３ 改正後の条例附則第３９条第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条

第４号に掲げる規定の施行の日以後に行う改正後の条例附則第３９条第１項の土地

等の譲渡について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中固定資産税に関する部

分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 改正後の条例第７０条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方

税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び次条第２項において「旧法」という。 

 ）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課す

る固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１

第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公

演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 
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第４条 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中都市計画税に関する部分は、 

 令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計

画税については、なお従前の例による。 

２ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１

第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公

演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 
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議案第１１５号 

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

及びさいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例及び

さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

及びさいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する

条例の一部を改正する条例 

 （さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第１条 さいたま市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（児童対象性暴力等の防止） 
第４７条 指定児童発達支援事業者は、法第２１条

の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴

力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業者に

よる児童対象性暴力等の防止等のための措置に関

する法律（令和６年法律第６９号）第２条第２項

に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条

において同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力 
等が行われた場合に障害児を適切に保護するため、

児童等対象業務従事者（障害児と接する業務に従 
事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のあ 

 
第４７条 削除 
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る環境の下で当該障害児に接するものをいう。） 
に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定す 
る犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置を 
講じなければならない。 

 
（準用） 

 
 
 
 
 

（準用） 
第５９条 第５条、第８条及び第４節（第１２条、

第２４条第１項及び第４項、第２５条、第２６条

第１項、第３２条、第３４条、第４７条並びに第

５２条第２項を除く。）の規定は、基準該当児童

発達支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは

「第５９条において準用する第３８条」と、第１

６条中「第５０条第１項」とあるのは「第５９条

において準用する第５０条第１項」と、第１７条

中「第３８条第６号及び第５２条第２項」とある

のは「第５９条において準用する第３８条第６号

」と、第２３条第２項中「次条第１項から第３項

まで」とあるのは「第５９条において準用する次

条第２項及び第３項」と、第２４条第３項中「前

２項」とあるのは「前項」と、同条第５項中「第

１項から第３項まで」とあるのは「第２項及び第

３項」と、第２６条第２項中「第２４条第２項」

とあるのは「第５９条において準用する第２４条

第２項」と、第２７条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第５９条において準用する次条第１項

」と、第２８条第１項中「第５５条第２項第２号

」とあるのは「第５９条において準用する第５５

条第２項第２号」と、第２９条中「前条」とある

のは「第５９条において準用する前条」と、同条

第１号中「次条」とあるのは「第５９条において

準用する次条」と、第３８条中「第４４条」とあ 
るのは「第５９条において準用する第４４条」と、

第４４条中「前条」とあるのは「第５９条におい 
て準用する前条」と、第５５条第２項第１号中「 
第２２条第１項」とあるのは「第５９条において 
準用する第２２条第１項」と、同項第３号中「第 
３６条」とあるのは「第５９条において準用する 
第３６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」 
とあるのは「第５９条において準用する第４５条 
第２項」と、同項第５号中「第５１条第２項」と 
あるのは「第５９条において準用する第５１条第 
２項」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあ 
るのは「第５９条において準用する第５３条第２ 
項」と読み替えるものとする。 

 
（準用） 

第７８条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第５１

条まで、第５２条第１項及び第５３条から第５５

条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事

業について準用する。この場合において、第１３

第５９条 第５条、第８条及び第４節（第１２条、

第２４条第１項及び第４項、第２５条、第２６条

第１項、第３２条、第３４条並びに第５２条第２

項を除く。）の規定は、基準該当児童発達支援の

事業について準用する。この場合において、第１

３条第１項中「第３８条」とあるのは「第５９条

において準用する第３８条」と、第１６条中「第

５０条第１項」とあるのは「第５９条において準

用する第５０条第１項」と、第１７条中「第３８

条第６号及び第５２条第２項」とあるのは「第５

９条において準用する第３８条第６号」と、第２

３条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあ

るのは「第５９条において準用する次条第２項及

び第３項」と、第２４条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と、同条第５項中「第１項から第

３項まで」とあるのは「第２項及び第３項」と、

第２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは 
「第５９条において準用する第２４条第２項」と、

第２７条第１項中「次条第１項」とあるのは「第 
５９条において準用する次条第１項」と、第２８ 
条第１項中「第５５条第２項第２号」とあるのは 
「第５９条において準用する第５５条第２項第２ 
号」と、第２９条中「前条」とあるのは「第５９ 
条において準用する前条」と、同条第１号中「次 
条」とあるのは「第５９条において準用する次条 
」と、第３８条中「第４４条」とあるのは「第５ 
９条において準用する第４４条」と、第４４条中 
「前条」とあるのは「第５９条において準用する 
前条」と、第５５条第２項第１号中「第２２条第 
１項」とあるのは「第５９条において準用する第 
２２条第１項」と、同項第３号中「第３６条」と 
あるのは「第５９条において準用する第３６条」 
と、同項第４号中「第４５条第２項」とあるのは 
「第５９条において準用する第４５条第２項」と、

同項第５号中「第５１条第２項」とあるのは「第 
５９条において準用する第５１条第２項」と、同 
項第６号中「第５３条第２項」とあるのは「第５ 
９条において準用する第５３条第２項」と読み替 
えるものとする。 

 
（準用） 

第７８条 第１３条から第２３条まで、第２５条か

ら第３１条まで、第３３条、第３５条から第４６

条まで、第４８条から第５１条まで、第５２条第

１項及び第５３条から第５５条までの規定は、指 
 定放課後等デイサービスの事業について準用する。
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条第１項中「第３８条」とあるのは「第７８条に

おいて準用する第３８条」と、第１６条中「第５

０条第１項」とあるのは「第７８条において準用

する第５０条第１項」と、第１７条中「第３８条

第６号及び第５２条第２項」とあるのは「第７８

条において準用する第３８条第６号」と、第２３

条第２項中「次条第１項」とあるのは「第７７条

第１項」と、第２６条第２項中「第２４条第２項

」とあるのは「第７７条第２項」と、第２７条第

１項中「次条第１項に規定する児童発達支援計画

」とあるのは「第７８条において読み替えて準用

する次条第１項に規定する放課後等デイサービス

計画」と、第２８条第１項中「第５５条第２項第

２号において「児童発達支援計画」という」とあ

るのは「第７８条において準用する第５５条第２

項第２号において「放課後等デイサービス計画」

という」と、同条第２項、第４項から第８項まで

及び第１０項中「児童発達支援計画」とあるのは

「放課後等デイサービス計画」と、第２９条中「

前条」とあるのは「第７８条において準用する前

条」と、同条第１号中「次条」とあるのは「第７

８条において準用する次条」と、第４４条中「前

条」とあるのは「第７８条において準用する前条

」と、第５５条第２項第１号中「第２２条第１項

」とあるのは「第７８条において準用する第２２

条第１項」と、同項第２号中「児童発達支援計画

」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、

同項第３号中「第３６条」とあるのは「第７８条

において準用する第３６条」と、同項第４号中「

第４５条第２項」とあるのは「第７８条において

準用する第４５条第２項」と、同項第５号中「第

５１条第２項」とあるのは「第７８条において準

用する第５１条第２項」と、同項第６号中「第５

３条第２項」とあるのは「第７８条において準用

する第５３条第２項」と読み替えるものとする。 
 
 
（準用） 

第７８条の２ 第８条、第９条、第１３条から第２ 
 ３条まで、第２５条から第３１条まで、第３３条、

 第３５条から第５１条まで、第５２条第１項、第

５３条から第５５条の４まで、第７２条及び第７

７条の規定は、共生型放課後等デイサービス（放 
 課後等デイサービスに係る共生型通所支援をいう。

 ）の事業について準用する。 

 この場合において、第１３条第１項中「第３８条

」とあるのは「第７８条において準用する第３８

条」と、第１６条中「第５０条第１項」とあるの

は「第７８条において準用する第５０条第１項」

と、第１７条中「第３８条第６号及び第５２条第

２項」とあるのは「第７８条において準用する第

３８条第６号」と、第２３条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第７７条第１項」と、第２６条

第２項中「第２４条第２項」とあるのは「第７７

条第２項」と、第２７条第１項中「次条第１項に

規定する児童発達支援計画」とあるのは「第７８

条において読み替えて準用する次条第１項に規定

する放課後等デイサービス計画」と、第２８条第

１項中「第５５条第２項第２号において「児童発

達支援計画」という」とあるのは「第７８条にお

いて準用する第５５条第２項第２号において「放

課後等デイサービス計画」という」と、同条第２

項、第４項から第８項まで及び第１０項中「児童

発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービ

ス計画」と、第２９条中「前条」とあるのは「第

７８条において準用する前条」と、同条第１号中

「次条」とあるのは「第７８条において準用する

次条」と、第４４条中「前条」とあるのは「第７

８条において準用する前条」と、第５５条第２項

第１号中「第２２条第１項」とあるのは「第７８

条において準用する第２２条第１項」と、同項第

２号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後

等デイサービス計画」と、同項第３号中「第３６

条」とあるのは「第７８条において準用する第３

６条」と、同項第４号中「第４５条第２項」とあ

るのは「第７８条において準用する第４５条第２

項」と、同項第５号中「第５１条第２項」とある

のは「第７８条において準用する第５１条第２項

」と、同項第６号中「第５３条第２項」とあるの

は「第７８条において準用する第５３条第２項」

と読み替えるものとする。 
 

（準用） 
第７８条の２ 第８条、第９条、第１３条から第２ 
 ３条まで、第２５条から第３１条まで、第３３条、

 第３５条から第４６条まで、第４８条から第５１

条まで、第５２条第１項、第５３条から第５５条

の４まで、第７２条及び第７７条の規定は、共生

型放課後等デイサービス（放課後等デイサービス

に係る共生型通所支援をいう。）の事業について

準用する。 
 

（準用） 
 

（準用） 
第８１条の９ 第１３条から第２３条まで、第２５

条、第２６条、第２７条（第６項及び第７項を除

く。）、第２７条の２、第２８条から第３１条ま

で、第３３条、第３５条から第３７条まで、第３

第８１条の９ 第１３条から第２３条まで、第２５

条、第２６条、第２７条（第６項及び第７項を除

く。）、第２７条の２、第２８条から第３１条ま

で、第３３条、第３５条から第３７条まで、第３
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９条、第３９条の２、第４１条の２、第４１条の

３第１項、第４２条から第５１条まで、第５２条

第１項及び第５３条から第５５条までの規定は、

指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用

する。この場合において、第１３条第１項中「第

３８条」とあるのは「第８１条の８」と、第１７

条中「いう。第３８条第６号及び第５２条第２項

において同じ。」とあるのは「いう。」と、第２

３条第２項中「次条」とあるのは「第８１条の７

」と、第２６条第２項中「第２４条第２項」とあ

るのは「第８１条の７第２項」と、第２７条第１

項、第２８条及び第５５条第２項第２号中「児童

発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達

支援計画」と、第２８条第４項中「第２７条第４

項に規定する領域との関連性及びインクルージョ

ンの観点を踏まえた」とあるのは「第２７条第４

項に規定する領域との関連性を踏まえた」と、第

４９条第１項中「行わなければならない」とある

のは「行うよう努めなければならない」と読み替

えるものとする。 
 

（準用） 

９条、第３９条の２、第４１条の２、第４１条の

３第１項、第４２条から第４６条まで、第４８条

から第５１条まで、第５２条第１項及び第５３条

から第５５条までの規定は、指定居宅訪問型児童

発達支援の事業について準用する。この場合にお

いて、第１３条第１項中「第３８条」とあるのは

「第８１条の８」と、第１７条中「いう。第３８

条第６号及び第５２条第２項において同じ。」と

あるのは「いう。」と、第２３条第２項中「次条

」とあるのは「第８１条の７」と、第２６条第２

項中「第２４条第２項」とあるのは「第８１条の

７第２項」と、第２７条第１項、第２８条及び第

５５条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあ

るのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と、第２

８条第４項中「第２７条第４項に規定する領域と

の関連性及びインクルージョンの観点を踏まえた

」とあるのは「第２７条第４項に規定する領域と

の関連性を踏まえた」と、第４９条第１項中「行

わなければならない」とあるのは「行うよう努め

なければならない」と読み替えるものとする。 
 

（準用） 
第８９条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２６条、第２７条（第４項を除く。）、第２７

条の３から第３１条まで、第３３条、第３５条か

ら第３７条まで、第３９条、第３９条の２、第４

１条の２、第４１条の３第１項、第４２条、第４

４条から第５１条まで、第５２条第１項、第５３

条から第５５条まで及び第８１条の６から第８１

条の８までの規定は、指定保育所等訪問支援の事

業について準用する。この場合において、第１３

条第１項中「第３８条」とあるのは「第８９条に

おいて準用する第８１条の８」と、第１６条中「

第５０条第１項」とあるのは「第８９条において 
 準用する第５０条第１項」と、第１７条中「いう。

 第３８条第６号及び第５２条第２項において同じ。

 」とあるのは「いう。」と、第２３条第２項中「

次条」とあるのは「第８９条において準用する第

８１条の７」と、第２６条第２項中「第２４条第

２項」とあるのは「第８９条において準用する第

８１条の７第２項」と、第２７条第１項中「次条

第１項に規定する児童発達支援計画」とあるのは

「第８９条において読み替えて準用する次条第１

項に規定する保育所等訪問支援計画」と、同条第

６項中「を受けて」とあるのは「及び当該事業所

の訪問支援員が当該障害児に対して保育所等訪問

支援を行うに当たって訪問する施設（以下「訪問

先施設」という。）による評価（以下「訪問先施

設評価」という。）を受けて」と、同項第５号中

「障害児及びその保護者」とあるのは「障害児及

第８９条 第１３条から第２３条まで、第２５条、

第２６条、第２７条（第４項を除く。）、第２７

条の３から第３１条まで、第３３条、第３５条か

ら第３７条まで、第３９条、第３９条の２、第４

１条の２、第４１条の３第１項、第４２条、第４

４条から第４６条まで、第４８条から第５１条ま

で、第５２条第１項、第５３条から第５５条まで 
 及び第８１条の６から第８１条の８までの規定は、

 指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

この場合において、第１３条第１項中「第３８条

」とあるのは「第８９条において準用する第８１

条の８」と、第１６条中「第５０条第１項」とあ

るのは「第８９条において準用する第５０条第１

項」と、第１７条中「いう。第３８条第６号及び

第５２条第２項において同じ。」とあるのは「い

う。」と、第２３条第２項中「次条」とあるのは

「第８９条において準用する第８１条の７」と、

第２６条第２項中「第２４条第２項」とあるのは

「第８９条において準用する第８１条の７第２項

」と、第２７条第１項中「次条第１項に規定する

児童発達支援計画」とあるのは「第８９条におい

て読み替えて準用する次条第１項に規定する保育

所等訪問支援計画」と、同条第６項中「を受けて

」とあるのは「及び当該事業所の訪問支援員が当

該障害児に対して保育所等訪問支援を行うに当た

って訪問する施設（以下「訪問先施設」という。

）による評価（以下「訪問先施設評価」という。

）を受けて」と、同項第５号中「障害児及びその
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びその保護者並びに当該訪問先施設」と、同条第

７項中「自己評価及び保護者評価」とあるのは「

自己評価、保護者評価及び訪問先施設評価」と、

「保護者に示す」とあるのは「保護者及び訪問先

施設に示す」と、第２８条第１項中「第５５条第

２項第２号において「児童発達支援計画」という

」とあるのは「第８９条において準用する第５５

条第２項第２号において「保育所等訪問支援計画

」という」と、同条第２項、第４項から第８項ま

で及び第１０項中「児童発達支援計画」とあるの

は「保育所等訪問支援計画」と、同条第４項中「

第２７条第４項に規定する領域との関連性及びイ

ンクルージョンの観点を踏まえた」とあるのは「

インクルージョンの観点を踏まえた」と、同条第

５項中「担当者等」とあるのは「担当者及び当該

障害児に係る訪問先施設の担当者等」と、第２９

条中「前条」とあるのは「第８９条において準用

する前条」と、同条第１号中「次条」とあるのは

「第８９条において準用する次条」と、第４４条

第１項中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療

機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と、第

４９条第１項中「行わなければならない」とある

のは「行うよう努めなければならない」と、第５

５条第２項第１号中「第２２条第１項」とあるの

は「第８９条において準用する第２２条第１項」

と、同項第２号中「児童発達支援計画」とあるの

は「保育所等訪問支援計画」と、同項第３号中「

第３６条」とあるのは「第８９条において準用す

る第３６条」と、同項第４号中「第４５条第２項

」とあるのは「第８９条において準用する第４５

条第２項」と、同項第５号中「第５１条第２項」

とあるのは「第８９条において準用する第５１条

第２項」と、同項第６号中「第５３条第２項」と

あるのは「第８９条において準用する第５３条第

２項」と読み替えるものとする。 
 

保護者」とあるのは「障害児及びその保護者並び

に当該訪問先施設」と、同条第７項中「自己評価

及び保護者評価」とあるのは「自己評価、保護者

評価及び訪問先施設評価」と、「保護者に示す」

とあるのは「保護者及び訪問先施設に示す」と、

第２８条第１項中「第５５条第２項第２号におい

て「児童発達支援計画」という」とあるのは「第

８９条において準用する第５５条第２項第２号に

おいて「保育所等訪問支援計画」という」と、同

条第２項、第４項から第８項まで及び第１０項中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と、同条第４項中「第２７条第４項に

規定する領域との関連性及びインクルージョンの

観点を踏まえた」とあるのは「インクルージョン

の観点を踏まえた」と、同条第５項中「担当者等

」とあるのは「担当者及び当該障害児に係る訪問

先施設の担当者等」と、第２９条中「前条」とあ

るのは「第８９条において準用する前条」と、同

条第１号中「次条」とあるのは「第８９条におい

て準用する次条」と、第４４条第１項中「従業者

の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは

「従業者の勤務の体制」と、第４９条第１項中「

行わなければならない」とあるのは「行うよう努

めなければならない」と、第５５条第２項第１号

中「第２２条第１項」とあるのは「第８９条にお

いて準用する第２２条第１項」と、同項第２号中

「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問

支援計画」と、同項第３号中「第３６条」とある

のは「第８９条において準用する第３６条」と、

同項第４号中「第４５条第２項」とあるのは「第

８９条において準用する第４５条第２項」と、同

項第５号中「第５１条第２項」とあるのは「第８

９条において準用する第５１条第２項」と、同項

第６号中「第５３条第２項」とあるのは「第８９

条において準用する第５３条第２項」と読み替え

るものとする。 
  

（さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の

一部改正） 

第２条 さいたま市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関する条

例（平成２４年さいたま市条例第６５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 
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⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（児童対象性暴力等の防止）  
第４４条 指定福祉型障害児入所施設の設置者は、

法第２４条の１１第４項において準用する法第２

１条の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象

性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等事業

者による児童対象性暴力等の防止等のための措置

に関する法律（令和６年法律第６９号）第２条第

２項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下こ

の条において同じ。）を防止し、及び児童対象性

暴力等が行われた場合に障害児を適切に保護する

ため、児童等対象業務従事者（障害児と接する業

務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖

性のある環境の下で当該障害児に接するものをい

う。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に

規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な

措置を講じなければならない。 

 
第４４条 削除 

  

附 則 

この条例は、令和８年１２月２５日から施行する。 
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議案第１１６号 

さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正す

る条例の制定について 

さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条

例を次のように定める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正す

る条例 

 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年さ

いたま市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（児童対象性暴力等の防止）  
第１２条の３ 児童福祉施設（助産施設、児童厚生 
 施設（児童館を除く。）、児童発達支援センター、

 児童家庭支援センター及び里親支援センターを除

く。）の設置者は、法第４５条第７項において準

用する法第２１条の５の１８第４項の規定に基づ

き、児童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教

育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等

のための措置に関する法律（令和６年法律第６９

号）第２条第２項に規定する児童対象性暴力等を

いう。以下この条において同じ。）を防止し、及

び児童等対象性暴力等が行われた場合に児童を適

切に保護するため、児童等対象業務従事者（児童

と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続

性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接する

ものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条

第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）その他

の必要な措置を講じなければならない。 
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（職員） （職員） 

第４５条 ［略］ 第４５条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 前項の保育士の数の算定に当たっては、当該保

育所に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、心理担当職員（第６６条第１４項の心理担

当職員をいう。）又は障害児の療育に関する知識

及び経験を有する者であって、障害児の療育の指

導を行う業務に５年以上従事した経験を有するも

ののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知

識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等

」という。）を、１人に限り、保育士とみなすこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等が保

育を行うに当たっては、当該保育所の保育士（附

則第８項若しくは第９項又は児童福祉施設最低基

準の一部を改正する省令（平成１０年厚生省令第

５１号）附則第２項の規定により保育士とみなさ

れる者を除く。）による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。 

 

  
   附 則    附 則 
１～９ ［略］ １～９ ［略］ 
１０ 前２項の規定を適用するときは、保育士（第

４５条第３項、前２項又は児童福祉施設最低基準

の一部を改正する省令附則第２項の規定により保

育士とみなされる者を除く。）を、前２項の規定

の適用がないものとした場合の同条第２項により

算定される保育士の数の３分の２以上、置かなけ

ればならない。 

１０ 前２項の規定を適用するときは、保育士（法

第１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい、

児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令（平

成１０年厚生省令第５１号）附則第２項又は前２

項の規定により保育士とみなされる者を除く。）

を、保育士の数（前２項の規定の適用がないとし 
 た場合の第４５条第２項により算定した数をいう。

 ）の３分の２以上、置かなければならない。 
１１ 第４５条第３項及び児童福祉施設最低基準の

一部を改正する省令附則第２項の規定により特定

理学療法士等及び同項に規定する看護師等のいず

れもが保育を行う場合には、当該看護師等が保育

を行うに当たって、当該保育所の保育士（同条第

３項ただし書の規定による支援を行う保育士を除

く。）による支援を受けることができる体制を確

保しなければならない。 

 

  

 （さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条

例の一部改正） 

第２条 さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例（平成２６年さいたま市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 
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改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 
⑴～⑸ ［略］ ⑴～⑸ ［略］ 

 ⑹ 満３歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第

６条の３第１０項に規定する小規模保育事業（

同項第３号に規定する事業を除く。）をいう。 

 ⑹ 小規模保育事業 児童福祉法第６条の３第１

０項に規定する小規模保育事業をいう。 

 ⑹の２ 満３歳以上限定小規模保育事業 児童福

祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育

事業（同項第３号に規定する事業に限る。）を

いう。 

 

⑺～⑾ ［略］ ⑺～⑾ ［略］ 
 ⑾の２ 教育認定子ども 法第２７条第１項に規

定する教育認定子どもをいう。 
 

 ⑾の３ 満３歳以上保育認定子ども 法第２７条

第１項に規定する満３歳以上保育認定子どもを

いう。 

 

 ⑾の４ 保育認定子ども 法第２９条第２項に規

定する保育認定子どもをいう。 
 

⑿～(27) ［略］  ⑿～(27) ［略］ 
  
（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 
２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園

に限る。以下この項において同じ。）は、利用の

申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している教育認定子どもの数の総数が、当

該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の数を超える場合

においては、抽選、申込みを受けた順序により決

定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の

教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選

考その他公正な方法（第４項において「選考方法

」という。）により選考しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園

に限る。以下この項において同じ。）は、利用の

申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもの数の総数

が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の数を超え

る場合においては、抽選、申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該特定教育・保育施設の設

置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基

づく選考その他公正な方法（第４項において「選

考方法」という。）により選考しなければならな

い。 
３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所 
 に限る。以下この項及び次条第２項において同じ。

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所 
 に限る。以下この項及び次条第２項において同じ。
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 ）は、利用の申込みに係る法第１９条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該

特定教育・保育施設を現に利用している満３歳以

上保育認定子ども又は満３歳未満保育認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。）の数

の総数が、当該特定教育・保育施設の同条第２号

又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の数を超える場合においては、法第

２０条第４項の規定による認定に基づき、保育の

必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認

定子どもが優先的に利用できるよう、選考するも

のとする。 

 ）は、利用の申込みに係る法第１９条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該

特定教育・保育施設を現に利用している同条第２

号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの数の総数が、当

該特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員

の数を超える場合においては、法第２０条第４項

の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及

び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が

高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優

先的に利用できるよう、選考するものとする。 

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選考方法又は

前項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保

育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わな

ければならない。 

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選考方法をあ

らかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上

で、選考を行わなければならない。 

５ ［略］ ５ ［略］ 
  
 （あっせん、調整及び要請に対する協力）  （あっせん、調整及び要請に対する協力） 
第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 
２ 特定教育・保育施設は、保育認定子どもに係る

当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉

法第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。）の規

定により市が行う調整及び要請に対し、できる限

り協力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設は、法第１９条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保

育施設の利用について児童福祉法第２４条第３項

（同法附則第７３条第１項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。）の規定により市が行う

調整及び要請に対し、できる限り協力しなければ

ならない。 
  
 （教育・保育給付認定の申請に係る援助）  （教育・保育給付認定の申請に係る援助） 
第９条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認

定を受けていない保護者から利用の申込みがあっ

た場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに

教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な

援助を行わなければならない。 

第９条 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認

定を受けていない保護者から利用の申込みがあっ

た場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならない。 
２ ［略］ ２ ［略］ 
  

（利用者負担額等の受領）  （利用者負担額等の受領） 
第１３条 ［略］ 第１３条 ［略］ 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける

額のほか、特定教育・保育において提供される便

宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を教育・保育給付認定保護者から受けることが

できる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受ける

額のほか、特定教育・保育において提供される便

宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を教育・保育給付認定保護者から受けることが

できる。 
⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要

する費用 
 ⑶ 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要

する費用 
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  ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保

育給付認定子どものうち、その教育・保育給

付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民

税所得割合算額がそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める

金額未満であるものに対する副食の提供 
   (ｱ) 教育認定子ども ７７，１０１円 
 
 
   (ｲ) 満３歳以上保育認定子ども（特定満３歳 

以上保育認定子どもを除く。イ(ｲ)において

同じ。） ５７，７００円（令第４条第２

項第６号に規定する特定教育・保育給付認

定保護者にあっては、７７，１０１円） 

  ア 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保

育給付認定子どものうち、その教育・保育給

付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民

税所得割合算額がそれぞれ(ｱ)又は(ｲ)に定める

金額未満であるものに対する副食の提供 
   (ｱ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も ７７，１０１円 
   (ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど 
も（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

    イ(ｲ)において同じ。） ５７，７００円（

令第４条第２項第６号に規定する特定教育 
    ・保育給付認定保護者にあっては、７７，

１０１円） 
  イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保

育給付認定子どものうち、負担額算定基準子

ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学

校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部の第１学年から第３学年までに在 
   籍する子どもをいう。以下イ(ｱ)において同じ。

   ）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞ

れ(ｱ)又は(ｲ)に定める者に該当するものに対す

る副食の提供（アに該当するものを除く。） 
   (ｱ) 教育認定子ども 負担額算定基準子ども

又は小学校第３学年修了前子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者である者を

除く。）である者 
 
 
   (ｲ) 満３歳以上保育認定子ども 負担額算定

基準子ども（そのうち最年長者及び２番目

の年長者である者を除く。）である者 
 
 
  ウ ［略］ 

  イ 次の(ｱ)又は(ｲ)に掲げる満３歳以上教育・保

育給付認定子どものうち、負担額算定基準子

ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学

校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学

校の小学部の第１学年から第３学年までに在 
   籍する子どもをいう。以下イ(ｱ)において同じ。

   ）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞ

れ(ｱ)又は(ｲ)に定める者に該当するものに対す

る副食の提供（アに該当するものを除く。） 
   (ｱ) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども又は小学校第３

学年修了前子ども（そのうち最年長者及び

２番目の年長者である者を除く。）である

者 
   (ｲ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

も 負担額算定基準子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除く。

）である者 
  ウ ［略］ 

⑷・⑸ ［略］ ⑷・⑸ ［略］ 
５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 
  

（運営規程） （運営規程） 
第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設

の運営についての重要事項に関する規程（第２３

条において「運営規程」という。）を定めておか

なければならない。 

第２０条 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設

の運営についての重要事項に関する規程（第２３

条において「運営規程」という。）を定めておか

なければならない。 
 ⑴～⑹ ［略］ ⑴～⑹ ［略］ 
 ⑺ 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に

関する事項並びに利用に当たっての留意事項（

第６条第２項に規定する選考方法及び同条第３

項に規定する選考の方法を含む。） 

 ⑺ 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に

関する事項並びに利用に当たっての留意事項（

第６条第２項及び第３項に規定する選考方法を

含む。） 
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 ⑻～⑾ ［略］  ⑻～⑾ ［略］ 
  

（利用定員の遵守） （定員の遵守） 
第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 
  

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 
第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保

育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３３条の

１０第１項各号（幼保連携型認定こども園である

特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こど

も園法第２７条の２第１項各号、学校教育法第１

条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の

職員にあっては、同法第２８条第２項において準

用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）

に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子ど

もの心身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。 

第２５条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保

育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３３条の

１０第１項各号（幼保連携型認定こども園である

特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こど

も園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特

定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法

第２８条第２項において準用する認定こども園法

第２７条の２第１項各号）に掲げる行為その他当

該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。 

  
（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以

下この条において同じ。）が教育認定子どもに対

し特別利用保育を提供する場合には、法第３４条

第１項第３号に規定する基準を遵守しなければな

らない。 
 

第３５条 特定教育・保育施設（保育所に限る。以

下この条において同じ。）が法第１９条第１号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場

合には、法第３４条第１項第３号に規定する基準

を遵守しなければならない。 
２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育

に係る教育認定子どもの数及び当該特定教育・保

育施設を現に利用している満３歳以上保育認定子

どもの数の総数が、第４条第２項第３号の規定に

より定められた法第１９条第２号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の数を超えないもの

とする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育

に係る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及

び当該特定教育・保育施設を現に利用している同

条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの数の総数が、第４条

第２項第３号の規定により定められた法第１９条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の数を超えないものとする。 
３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育

には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設

型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費

をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞ

れ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７

条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合

において、第６条第２項中「特定教育・保育施設

（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施

設（特別利用保育を提供している施設に限る。以

下この項において同じ。）」と、「教育認定子ど

も」とあるのは「教育認定子ども又は満３歳以上

保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同条

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特

別利用保育を提供する場合には、特定教育・保育

には特別利用保育を、施設型給付費には特例施設

型給付費（法第２８条第１項の特例施設型給付費

をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞ

れ含むものとして、前節（第６条第３項及び第７

条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合

において、第６条第２項中「特定教育・保育施設

（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項に

おいて同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施

設（特別利用保育を提供している施設に限る。以

下この項において同じ。）」と、「同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」とあるのは「同条第１号又は第２号に
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第２号」と、第１３条第２項中「法第２７条第３

項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第

２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ｱ)中「

教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども（

特別利用保育を受ける者を除く。）」と、同号イ

(ｲ)中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは「

満３歳以上保育認定子ども（特別利用保育を受け

る者を含む。）」とする。 

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子ども」と、第１３条第２項中「法第２

７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第

２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第４項第３号

イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受

ける者を除く。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育

給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども（特別利用保育を受ける者を含む。）」

とする。 
  

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 
第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以

下この条において同じ。）が満３歳以上保育認定 
 子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、

 法第３４条第１項第２号に規定する基準を遵守し

なければならない。 
 

第３６条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。以

下この条において同じ。）が法第１９条第２号に

掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する

場合には、法第３４条第１項第２号に規定する基

準を遵守しなければならない。 
２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育

に係る満３歳以上保育認定子どもの数及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している教育認定子

どもの数の総数が、第４条第２項第２号の規定に

より定められた法第１９条第１号に掲げる小学校

就学前子どもに係る利用定員の数を超えないもの

とする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別

利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育

に係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及

び当該特定教育・保育施設を現に利用している同

条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子どもの数の総数が、第４条

第２項第２号の規定により定められた法第１９条

第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定

員の数を超えないものとする。 
３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育

には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設

型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第

６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を

適用する。この場合において、第６条第２項中「

特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に

限る。以下この項において同じ。）」とあるのは

「特定教育・保育施設（特別利用教育を提供して 
 いる施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、「利用の申込みに係る法第１９条第１号に掲

げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用

の申込みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校

就学前子どもの数」と、「教育認定子どもの数の

総数」とあるのは「教育認定子ども又は満３歳以

上保育認定子どもの数の総数」と、「同号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の数

」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の数」と、第１３条

第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」

とあるのは「法第２８条第２項第３号の内閣総理

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特

別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育

には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設

型給付費を、それぞれ含むものとして、前節（第

６条第３項及び第７条第２項を除く。）の規定を

適用する。この場合において、第６条第２項中「

利用の申込みに係る法第１９条第１号に掲げる小

学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込

みに係る法第１９条第２号に掲げる小学校就学前

子どもの数」と、「同号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数の

総数」とあるのは「同条第１号又は第２号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの数の総数」と、「同号に掲げる小学

校就学前子どもの区分に係る利用定員の数」とあ

るのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の数」と、第１３条第２項

中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条第

４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」
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大臣が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育認定子ども」とあ

るのは「教育認定子ども（特別利用教育を受ける

者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「満３歳以上保育

認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育認定子

ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」とす

る。 

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利

用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「

教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を

除く。）」とする。 

  
第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業

を除く。）の利用定員（法第２９条第１項の確認

において定めるものに限る。以下この章において

同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人

以上５人以下、小規模保育事業Ａ型（さいたま市

家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する

条例（平成２６年さいたま市条例第５５号）第２

７条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４

２条第３項において同じ。）及び小規模保育事業

Ｂ型（同条例第２７条に規定する小規模保育事業

Ｂ型をいう。第４２条第３項において同じ。）に

あっては６人以上１９人以下、小規模保育事業Ｃ

型（同条例第２７条に規定する小規模保育事業Ｃ

型をいう。附則第４項において同じ。）にあって

は６人以上１０人以下、居宅訪問型保育事業にあ

っては１人とする。 

第３７条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業

を除く。）の利用定員（法第２９条第１項の確認

において定めるものに限る。以下この章において

同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人

以上５人以下、小規模保育事業Ａ型（さいたま市

家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する

条例（平成２６年さいたま市条例第５５号）第２

８条に規定する小規模保育事業Ａ型をいう。第４

２条第３項において同じ。）及び小規模保育事業

Ｂ型（同条例第３１条第１項に規定する小規模保 
 育事業Ｂ型をいう。第４２条第３項において同じ。

 ）にあっては６人以上１９人以下、小規模保育事

業Ｃ型（同条例第３３条に規定する小規模保育事

業Ｃ型をいう。附則第４項において同じ。）にあ

っては６人以上１０人以下、居宅訪問型保育事業

にあっては１人とする。 
２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模

保育事業者（満３歳以上限定小規模保育事業を行

う者をいう。以下同じ。）を除く。）は、次の各

号に掲げる地域型保育事業の区分に応じ、当該地

域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定

める利用定員を、満１歳に満たない小学校就学前

子どもと満１歳以上の小学校就学前子どもとに区

分して定めるものとする。 
 ⑴ 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保育事

業及び居宅訪問型保育事業 法第１９条第３号

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 
 ⑵ 事業所内保育事業 法第４３条第３項に規定

する労働者等監護満３歳未満小学校就学前子ど

もに係る利用定員及びその他の法第１９条第３

号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種

類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域

型保育事業を行う事業所（以下「特定地域型保育

事業所」という。）ごとに、法第１９条第３号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員（事業

所内保育事業を行う事業所にあっては、さいたま

市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関す

る条例第４２条の規定を踏まえ、その雇用する労

働者の監護する小学校就学前子どもを保育するた

め当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行

う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事

業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっ

ては事業主団体の構成員である事業主の雇用する

労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済

組合等（児童福祉法第６条の３第１２項第１号ハ

に規定する共済組合等をいう。）に係るものにあ

っては共済組合等の構成員（同号ハに規定する共

済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就

学前子どもとする。）及びその他の小学校就学前

子どもごとに定める法第１９条第３号に掲げる小

学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を、

満１歳に満たない小学校就学前子どもと満１歳以

上の小学校就学前子どもに区分して定めるものと

する。 
３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模

保育事業者に限る。）は、満３歳以上限定小規模
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保育事業を行う事業所ごとに、法第１９条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を定

めるものとする。 
  
 （正当な理由のない提供拒否の禁止等）  （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 
第３９条 ［略］ 第３９条 ［略］ 
２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模

保育事業者を除く。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもの数

及び特定地域型保育事業所を現に利用している満

３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認

定子どもを除く。以下この章（第４３条第１項を

除く。）において同じ。）の数の総数が、当該特

定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前

子どもの区分に係る利用定員の数を超える場合に

おいては、法第２０条第４項の規定による認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満

３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る

法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもの

数及び特定地域型保育事業所を現に利用している

満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育

認定子どもを除く。以下この章において同じ。）

の数の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員の数を超える場合においては、法第２０条第４

項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模

保育事業者に限る。）は、利用の申込みに係る法

第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもの数

及び特定地域型保育事業所を現に利用している満

３歳以上保育認定子どもの数の総数が、当該特定

地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合に

おいては、法第２０条第４項の規定による認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満

３歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、選考するものとする。 

 

４ 前２項の特定地域型保育事業者は、前２項に規

定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認

定保護者に明示した上で、選考を行わなければな

らない。 

３ 前項の特定地域型保育事業者は、前項の選考方

法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示

した上で、選考を行わなければならない。 

５ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体

制の確保が困難である場合その他利用申込者に係

る保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を

提供することが困難である場合は、連携施設その

他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保

育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じ

なければならない。 

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体

制の確保が困難である場合その他利用申込者に係

る満３歳未満保育認定子どもに対し自ら適切な教

育・保育を提供することが困難である場合は、連

携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特

定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速

やかに講じなければならない。 
  
 （あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 
第４０条 ［略］ 第４０条 ［略］ 
２ 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに係

る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法

第２４条第３項（同法附則第７３条第１項の規定

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定

子どもに係る特定地域型保育事業の利用について

児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３条第 
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により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

により市が行う調整及び要請に対し、できる限り

協力しなければならない。 

 １項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

 ）の規定により市が行う調整及び要請に対し、で

きる限り協力しなければならない。 
  
 （心身の状況等の把握）  （心身の状況等の把握） 
第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育の提供に当たっては、保育認定子どもの心身の

状況、その置かれている環境、他の特定教育・保

育施設等の利用状況等の把握に努めなければなら

ない。 

第４１条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育の提供に当たっては、満３歳未満保育認定子ど

もの心身の状況、その置かれている環境、他の特

定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めな

ければならない。 
  
 （特定教育・保育施設等との連携）  （特定教育・保育施設等との連携） 
第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育

事業を行う者を除く。以下この項から第７項まで

において同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ

確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協

力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下

「連携施設」という。）を適切に確保しなければ

ならない。 

第４２条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育

事業を行う者を除く。以下この項から第７項まで

において同じ。）は、特定地域型保育が適正かつ

確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協

力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所（以下

「連携施設」という。）を適切に確保しなければ

ならない。 
 ⑴ 特定地域型保育の提供を受けている保育認定

子どもに集団保育を体験させるための機会の設

定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定

地域型保育事業者に対する相談、助言その他の

保育の内容に関する支援（次項において「保育

内容支援」という。）を実施すること。 

 ⑴ 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未

満保育認定子どもに集団保育を体験させるため

の機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に

必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助

言その他の保育の内容に関する支援（次項にお

いて「保育内容支援」という。）を実施するこ

と。 
⑵ ［略］ ⑵ ［略］ 

 ⑶ 当該特定地域型保育事業者（満３歳以上限定

小規模保育事業者を除く。第６項、第７項、第

１１項及び第１２項において同じ。）により特

定地域型保育（満３歳以上限定小規模保育を除 
  く。第６項、第７項及び第１２項において同じ。

  ）の提供を受けていた満３歳未満保育認定子ど

も（事業所内保育事業を利用する満３歳未満保

育認定子どもにあっては、第３７条第２項に規

定するその他の法第１９条第３号に掲げる小学

校就学前子どもに限る。）を、当該特定地域型

保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保

育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者

の希望に基づき、引き続き当該連携施設におい

て受け入れて教育・保育を提供すること。 

 ⑶ 当該特定地域型保育事業者により特定地域型

保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子

ども（事業所内保育事業を利用する満３歳未満

保育認定子どもにあっては、第３７条第２項に

規定するその他の小学校就学前子どもに限る。

以下この号において同じ。）を、当該特定地域

型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満

保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者の希望に基づき、引き続き当該連携施設にお

いて受け入れて教育・保育を提供すること。 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 
７ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、

 児童福祉法第５９条第１項に規定する施設のうち、

 次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに

限る。）又は満３歳以上限定小規模保育事業を行

う事業所であって、市長が適当と認めるものを第

１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者

７ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、

 児童福祉法第５９条第１項に規定する施設のうち、

 次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに

限る。）であって、市長が適当と認めるものを第

１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者

として適切に確保しなければならない。 
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として適切に確保しなければならない。 
 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 
８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小規模

保育事業者に限る。）は、第１項本文の規定にか

かわらず、連携施設の確保に当たって、同項第３

号に係る連携協力を求めることを要しない。 

 

９ ［略］ ８ ［略］ 
１０ 事業所内保育事業（第３７条第２項の規定に

より定める利用定員が２０人以上のものに限る。

次項において「保育所型事業所内保育事業」とい

う。）を行う者については、第１項本文の規定に

かかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第

１号及び第２号に係る連携協力を求めることを要

しない。 

９ 事業所内保育事業（第３７条第２項の規定によ

り定める利用定員が２０人以上のものに限る。次 
 項において「保育所型事業所内保育事業」という。

 ）を行う者については、第１項の規定にかかわら

ず、連携施設の確保に当たって、同項第１号及び

第２号に係る連携協力を求めることを要しない。 

１１ ［略］  １０ ［略］ 
１２ ［略］ １１ ［略］ 
  
 （利用者負担額等の受領）  （利用者負担額等の受領） 
第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者（

満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者に限る。）から当該特定地域型保育に

係る利用者負担額（法第２９条第３項第２号に掲

げる額をいう。）の支払を受けるものとする。 

第４３条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保

育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者か

ら当該特定地域型保育に係る利用者負担額（法第

２９条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支払

を受けるものとする。 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 
  

（運営規程）  （運営規程） 
第４６条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程（第５

０条において準用する第２３条において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。 

第４６条 特定地域型保育事業者は、次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程（第５

０条において準用する第２３条において「運営規

程」という。）を定めておかなければならない。 
 ⑴～⑹ ［略］  ⑴～⑹ ［略］ 
 ⑺ 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に

関する事項並びに利用に当たっての留意事項（

第３９条第２項及び第３項に規定する選考の方

法を含む。） 

 ⑺ 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に

関する事項並びに利用に当たっての留意事項（

第３９条第２項に規定する選考方法を含む。） 

⑻～⑾ ［略］ ⑻～⑾ ［略］ 
  

 （勤務体制の確保等）  （勤務体制の確保等） 
第４７条 特定地域型保育事業者は、保育認定子ど

もに対し、適切な特定地域型保育を提供すること

ができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員

の勤務の体制を定めておかなければならない。 

第４７条 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保

育認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提

供することができるよう、特定地域型保育事業所

ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければな

らない。 
２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業

所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によ

って特定地域型保育を提供しなければならない。

ただし、保育認定子どもに対する特定地域型保育

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業

所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によ

って特定地域型保育を提供しなければならない。

ただし、満３歳未満保育認定子どもに対する特定
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の提供に直接影響を及ぼさない業務については、

この限りでない。 
地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務に

ついては、この限りでない。 
３ ［略］ ３ ［略］ 
  

（利用定員の遵守） （定員の遵守） 
第４８条 ［略］ 第４８条 ［略］ 
  
 （記録の整備）  （記録の整備） 
第４９条 ［略］ 第４９条 ［略］ 
２ 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対

する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記

録を整備し、その完結の日から５年間保存しなけ

ればならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育認定

子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間

保存しなければならない。 
⑴～⑸ ［略］ ⑴～⑸ ［略］ 
  

 （準用）  （準用） 
第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び

第１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで

及び第２３条から第３３条までの規定は、特定地

域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定 
 地域型保育について準用する。この場合において、

 第１１条中「教育・保育給付認定子どもについて

」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（教育

認定子どもを除く。以下この節において同じ。）

について」と、第１４条第１項中「施設型給付費

（法第２７条第１項の施設型給付費をいう。以下

」とあるのは「地域型保育給付費（法第２９条第

１項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び

第１９条において」と、「施設型給付費の」とあ

るのは「地域型保育給付費の」と、同条第２項中

「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定

地域型保育提供証明書」と、第１９条中「施設型

給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第

２５条中「各号（幼保連携型認定こども園である

特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こど

も園法第２７条の２第１項各号、学校教育法第１

条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の

職員にあっては、同法第２８条第２項において準

用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）

」とあるのは「各号」と読み替えるものとする。 

第５０条 第８条から第１４条まで（第１０条及び

第１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで

及び第２３条から第３３条までの規定は、特定地

域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定 
 地域型保育について準用する。この場合において、

 第１１条中「教育・保育給付認定子どもについて

」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（満３

歳未満保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保

育認定子どもを除く。以下この節において同じ。

）について」と、第１２条の見出し中「教育・保

育」とあるのは「地域型保育」と、第１４条の見

出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育

給付費」と、同条第１項中「施設型給付費（法第

２７条第１項の施設型給付費をいう。以下」とあ

るのは「地域型保育給付費（法第２９条第１項の

地域型保育給付費をいう。以下この項及び第１９

条において」と、「施設型給付費の」とあるのは

「地域型保育給付費の」と、同条第２項中「特定

教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型

保育提供証明書」と、第１９条中「施設型給付費

」とあるのは「地域型保育給付費」と読み替える

ものとする。 

  
 （特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 
第５１条 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定

小規模保育事業者を除く。以下この条において同

じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域型保

育を提供する場合には、法第４６条第１項に規定

する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければ

ならない。 

第５１条 特定地域型保育事業者が法第１９条第１

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保育を

提供する場合には、法第４６条第１項に規定する

地域型保育事業の認可基準を遵守しなければなら

ない。 
２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特 ２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特
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別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別

利用地域型保育に係る教育認定子どもの数及び特

定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未

満保育認定子ども（第５２条第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、

当該特定利用地域型保育の対象となる満３歳以上

保育認定子どもを含む。）の数の総数が、第３７

条第２項の規定により定められた利用定員の数を

超えないものとする。 

別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別

利用地域型保育に係る法第１９条第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１

項の規定により特定利用地域型保育を提供する場

合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象と

なる法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。

）の数の総数が、第３７条第２項の規定により定

められた利用定員の数を超えないものとする。 
３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地

域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第

１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項

及び第５２条第３項において同じ。）を、それぞ

れ含むものとして、この章（第３７条第３項、第

３９条第３項及び第４０条第２項を除き、前条に

おいて準用する第８条から第１４条まで（第１０

条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９

条まで及び第２３条から第３３条までを含む。第 
 ５２条第３項において同じ。）の規定を適用する。

 この場合において、第３９条第２項中「利用の申

込みに係る法第１９条第３号に掲げる小学校就学

前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る

法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもの

数」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満３

歳以上保育認定子どもを除く。以下この章（第４

３条第１項を除く。）において同じ。）」とある

のは「教育認定子ども及び満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除き、第

５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を

提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保 
 育の対象となる満３歳以上保育認定子どもを含む。

 ）」と、「同号に掲げる小学校就学前子ども」と

あるのは「同条第３号に掲げる小学校就学前子ど

も」と、「法第２０条第４項の規定による認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘

案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満

３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよ

う、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該特定地域型保育事業者の

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その

他公正な方法により」と、第４３条第１項中「教

育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）

」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別

利用地域型保育の対象となる教育認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地

域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費（法第３０条第

１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第３項

において同じ。）を、それぞれ含むものとして、

この章（第４０条第２項を除き、前条において準

用する第８条から第１４条まで（第１０条及び第

１３条を除く。）、第１７条から第１９条まで及

び第２３条から第３３条までを含む。次条第３項

において同じ。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第３９条第２項中「利用の申込みに係る

法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子どもの

数」とあるのは「利用の申込みに係る法第１９条

第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「

満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育

認定子どもを除く。以下この章において同じ。）

」とあるのは「同条第１号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（第５２条第１項の規定により特定利用地

域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利

用地域型保育の対象となる法第１９条第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもを含む。）」と、「同号に掲げる小

学校就学前子ども」とあるのは「同条第３号に掲

げる小学校就学前子ども」と、「法第２０条第４

項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度

及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性

が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該特

定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法により」と、

第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特別利

用地域型保育の対象となる法第１９条第１号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を

除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項
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条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額

」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総 
 理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、

 同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、 
 同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項」と、

 「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事

の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げる

ものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中

「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

第１号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２

項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあ

るのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは

「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４項第

３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前

３項」とする。 
  
第５１条の２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者に限る。以下この条におい

て同じ。）が教育認定子どもに対し特別利用地域

型保育を提供する場合には、法第４６条第１項に

規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなけ

ればならない。 

 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別

利用地域型保育に係る教育認定子どもの数及び特

定地域型保育事業所を現に利用している満３歳以

上保育認定子どもの数の総数が、第３７条第３項

の規定により定められた利用定員の数を超えない

ものとする。 

 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により

特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地

域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含

むものとして、この章（第３７条第２項、第３９

条第２項及び第４０条第２項を除き、第５０条に

おいて準用する第８条から第１４条まで（第１０

条及び第１３条を除く。）、第１７条から第１９

条まで及び第２３条から第３３条までを含む。）

の規定を適用する。この場合において、第３９条

第３項中「第１９条第２号」とあるのは「第１９

条第１号」と、「満３歳以上保育認定子ども」と

あるのは「教育認定子ども又は満３歳以上保育認

定子ども」と、「同号」とあるのは「法第１９条

第２号」と、「法第２０条第４項の規定による認

定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況

を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳以上保育認定子どもが優先的に利用でき

るよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順

序により決定する方法、当該特定地域型保育事業

者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考

その他公正な方法により」と、第４３条第１項中

「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認 
 定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。

 ）」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特

別利用地域型保育の対象となる教育認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、
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同条第２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額」

と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」

と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前２項

」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及

び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに

掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第

５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 
  
 （特定利用地域型保育の基準）  （特定利用地域型保育の基準） 
第５２条 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定

小規模保育事業者を除く。以下この条において同

じ。）が満３歳以上保育認定子どもに対し特定利

用地域型保育を提供する場合には、法第４６条第

１項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守

しなければならない。 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９条第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保育を

提供する場合には、法第４６条第１項に規定する

地域型保育事業の認可基準を遵守しなければなら

ない。 
２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定

利用地域型保育に係る満３歳以上保育認定子ども

の数及び特定地域型保育事業所を現に利用してい

る満３歳未満保育認定子ども（第５１条第１項の

規定により特別利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特別利用地域型保育の対象となる

教育認定子どもを含む。）の数の総数が、第３７

条第２項の規定により定められた利用定員の数を

超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特

定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定

利用地域型保育に係る法第１９条第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利

用している同条第３号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども（前条第

１項の規定により特別利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特別利用地域型保育の対象

となる法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子 
 どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。

 ）の数の総数が、第３７条第２項の規定により定

められた利用定員の数を超えないものとする。 
３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地

域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含

むものとして、この章の規定を適用する。この場

合において、第４３条第１項中「教育・保育給付

認定保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者に限る。）」とあるのは

「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保

育の対象となる満３歳以上保育認定子ども（特定

満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る教育 
 ・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２

項中「法第２９条第３項第１号に掲げる額」とあ

るのは「法第３０条第２項第３号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第４項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用

及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象とな

る特定満３歳以上保育認定子どもに対するもの及

び満３歳以上保育認定子ども（特定満３歳以上保

育認定子どもを除く。）に係る第１３条第４項第

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地

域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含

むものとして、この章の規定を適用する。この場

合において、第４３条第１項中「教育・保育給付

認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保

護者（特定利用地域型保育の対象となる法第１９

条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育

認定子どもに限る。）に係る教育・保育給付認定

保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第２９

条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３

０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準に

より算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げ

る費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳以

上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保

育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する

満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第１
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３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」とする。 
３条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。

）に要する費用」とする。 
  

（さいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こ

ども園の認定の要件を定める条例の一部改正） 

第３条 さいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認

定こども園の認定の要件を定める条例（平成３０年さいたま市条例第２４号）の一    

部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（職員の資格） （職員の資格） 
第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 
２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 
６ 第１項、第２項及び第４項の規定により置かな

ければならない保育士の資格を有する者について

は、１人に限って、当該認定こども園に勤務する

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当

職員（学校教育法の規定による大学（短期大学を

除く。）若しくは大学院において、心理学を専修

する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を

修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療

法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力

を有すると認められる者をいう。）又は障害児の

療育に関する知識及び経験を有する者であって、

障害児の療育の指導を行う業務に５年以上従事し

た経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、

子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「

特定理学療法士等」という。）をもって代えるこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等は、

補助者として従事する場合を除き、教育課程に基

づく教育に従事してはならず、当該特定理学療法

士等が保育を行うに当たっては、保育士の資格を

有する者による支援を受けることができる体制を

確保しなければならない。 

 

  
 （学級の編制の基準）  （学級の編制の基準） 
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第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 
２ １学級の園児の数は、満３歳以上満４歳未満の

学級については２０人以下とし、満４歳以上の学

級については３０人以下とする。 

２ １学級の園児の数は、満３歳以上満４歳未満の

学級については２０人以下とし、満４歳以上の学

級については３５人以下とする。 
３ 前項の規定にかかわらず、満３歳以上満４歳未

満の園児の学級について、学級担任を２人以上置

く場合にあっては、１学級の園児の数を３０人以

下とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、満３歳以上満４歳未

満の園児の学級について、学級担任を２人以上置

く場合にあっては、１学級の園児の数を３５人以

下とすることができる。 
  

（教育及び保育の内容） （教育及び保育の内容） 
第７条 認定こども園における教育及び保育の内容

は、法第５条の規定により幼保連携型認定こども

園教育・保育要領（法第１０条第１項の規定によ

り主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教

育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項

をいう。）を踏まえるとともに、幼稚園教育要領

及び保育所保育指針（児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）

第３５条に規定する内閣総理大臣が定める指針を

いう。）に基づかなければならない。 

第７条 認定こども園における教育及び保育の内容

は、法第６条の規定により幼保連携型認定こども

園教育・保育要領（法第１０条第１項の規定によ

り主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教

育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項

をいう。）を踏まえるとともに、幼稚園教育要領

及び保育所保育指針（児童福祉施設の設備及び運

営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）

第３５条に規定する内閣総理大臣が定める指針を

いう。）に基づかなければならない。 
２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 
  

（児童対象性暴力等の防止）  
第１５条の２ 認定こども園の設置者は、法第６条

の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者

等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴

力等の防止等のための措置に関する法律（令和６

年法律第６９号）第２条第２項に規定する児童対

象性暴力等をいう。以下この条において同じ。）

を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合

に子どもを適切に保護するため、児童等対象業務 
 従事者（子どもと接する業務に従事する者のうち、

 支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該

子どもに接するものをいう。）に係る犯罪事実確

認（同法第４条第１項に規定する犯罪事実確認を

いう。）その他の必要な措置を講じなければなら

ない。 

 

  
附 則 附 則 

１～３ ［略］ １～３ ［略］ 
４ 第４条第１項及び第４項（ただし書の規定を適

用する場合を除く。）の規定により置かなければ

ならない保育士の資格を有する者については、当

分の間、幼稚園教諭の普通免許状又は小学校教諭

若しくは養護教諭の普通免許状を有する者（現に

当該施設において主幹養護教諭、主務養護教諭及

び養護教諭として従事している者を除く。次項及

び附則第８項において同じ。）をもって代えるこ

とができる。 

４ 第４条第１項及び第４項（ただし書の規定を適

用する場合を除く。）の規定により置かなければ

ならない保育士の資格を有する者については、当

分の間、幼稚園教諭の普通免許状又は小学校教諭

若しくは養護教諭の普通免許状を有する者（現に

当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭とし

て従事している者を除く。次項及び附則第８項に

おいて同じ。）をもって代えることができる。 
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５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 
８ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に

掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって

代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の

総数は、第３条第１項の規定により認定こども園

に置くものとされる職員の数の３分の１を超えて

はならない。 
第４条第６項 第４条第１項

の規定により

置かなければ

ならない保育

士の資格を有

する者 

特定理学療法

士等 

附則第４項 ［略］ 
［略］ 

 

８ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に

掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって

代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の

総数は、第３条第１項の規定により認定こども園

に置くものとされる職員の数の３分の１を超えて

はならない。 
 
 
 
 
 
 
附則第４項 

 
 
 
 
 
 

［略］ 
 ［略］ 

 

９ 第４条第６項及び附則第７項の規定により特定

理学療法士等及び看護師等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たっ

て当該認定こども園の保育士の資格を有する者（

同条第６項ただし書の規定による支援を行う者を

除く。）による支援を受けることができる体制を

確保しなければならない。 

 

  

 （さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正） 

第４条 さいたま市幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例（平

成２６年さいたま市条例第５１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（設備運営基準の目的） （設備運営基準の目的） 
第２条 設備運営基準は、市長の監督に属する幼保

連携型認定こども園の園児（法第１４条第７項に

規定する園児をいう。以下同じ。）が、明るく衛

生的な環境において、素養があり、かつ、適切な

養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身と

もに健やかに育成されることを保障するものとす

る。 

第２条 設備運営基準は、市長の監督に属する幼保

連携型認定こども園の園児が、明るく衛生的な環

境において、素養があり、かつ、適切な養成又は

訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健や

かに育成されることを保障するものとする。 
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 （児童対象性暴力等の防止）  
第３条の３ 幼保連携型認定こども園の設置者は、

法第１３条第６項において準用する法第６条の規

定に基づき、児童対象性暴力等（学校設置者等及

び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等

の防止等のための措置に関する法律（令和６年法

律第６９号）第２条第２項に規定する児童対象性

暴力等をいう。以下この条において同じ。）を防

止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に園

児を適切に保護するため、児童等対象業務従事者 
 （園児と接する業務に従事する者のうち、支配性、

 継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該園児に接

するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同法第

４条第１項に規定する犯罪事実確認をいう。）そ

の他の必要な措置を講じなければならない。 

 

  
 （学級の編制の基準）  （学級の編制の基準） 
第４条 満３歳以上の園児については、教育課程に

基づく教育を行うため、学級を編制するものとす

る。 
 

第４条 満３歳以上の園児（法第１４条第６項に規

定する園児をいう。以下同じ。）については、教

育課程に基づく教育を行うため、学級を編制する

ものとする。 
２ １学級の園児数は、満３歳以上満４歳未満の学

級については２０人以下、満４歳以上の学級につ

いては３０人以下を原則とする。ただし、満３歳

以上満４歳未満の学級については、学級を担当す

る専任の主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育

教諭又は保育教諭（以下「保育教諭等」という。

）を２人以上置く場合には、１学級の園児数を３

０人以下とすることができる。 

２ １学級の園児数は、満３歳以上満４歳未満の学

級については２０人以下、満４歳以上の学級につ

いては３５人以下を原則とする。ただし、満３歳

以上満４歳未満の学級については、学級を担当す

る専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教

諭（以下「保育教諭等」という。）を２人以上置

く場合には、１学級の園児数を３５人以下とする

ことができる。 
３ ［略］ ３ ［略］ 
  
 （職員の数等）  （職員の数等） 
第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び

保育（満３歳未満の園児については、その保育。

以下同じ。）に直接従事する職員の数は、次の表

の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める員数以上とする。ただし、当該職

員の数は、常時２人を下ってはならない。 
園児の区分 員数 

 ［略］ 
備考 
 １ この表に定める員数は、副園長（幼稚

園の教諭の普通免許状（教育職員免許法

（昭和２４年法律第１４７号）第４条第

２項に規定する普通免許状をいう。以下

この項及び附則第９項において同じ。）

３ 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び

保育（満３歳未満の園児については、その保育。

以下同じ。）に直接従事する職員の数は、次の表

の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める員数以上とする。ただし、当該職

員の数は、常時２人を下ってはならない。 
園児の区分 員数 

［略］ 
備考 
 １ この表に定める員数は、副園長（幼稚

園の教諭の普通免許状（教育職員免許法

（昭和２４年法律第１４７号）第４条第

２項に規定する普通免許状をいう。以下

この項及び附則第９項において同じ。）

-66-



 

を有し、かつ、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第１８条の１８第１項

の登録（以下この項において「登録」と

いう。）を受けたものに限る。）、教頭

（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、か

つ、登録を受けたものに限る。）、主幹 
  保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、 
  保育教諭、助保育教諭又は講師であって、 
  園児の教育及び保育に直接従事する者の

数をいう。 
 ２～４ ［略］ 
 ５ 備考第１項に定める者については、１

人に限って、当該幼保連携型認定こども

園に勤務する理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、心理担当職員（学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）の規定によ

る大学（短期大学を除く。）若しくは大

学院において、心理学を専修する学科、

研究科若しくはこれに相当する課程を修

めて卒業した者であって、個人及び集団

心理療法の技術を有するもの又はこれと

同等以上の能力を有すると認められる者

をいう。）又は障害児の療育に関する知

識及び経験を有する者であって、障害児

の療育の指導を行う業務に５年以上従事

した経験を有するもののいずれかに該当

し、かつ、子育てに関する知識及び経験

を有する者（以下「特定理学療法士等」 
  という。）をもって代えることができる。 
  ただし、当該特定理学療法士等は、補助

者として従事する場合を除き、教育課程

に基づく教育に従事してはならず、当該

特定理学療法士等が保育を行うに当たっ

ては、同項に定める者による支援を受け

ることができる体制を確保しなければな

らない。 
 

を有し、かつ、児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第１８条の１８第１項

の登録（以下この項において「登録」と

いう。）を受けたものに限る。）、教頭

（幼稚園の教諭の普通免許状を有し、か

つ、登録を受けたものに限る。）、主幹

保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助

保育教諭又は講師であって、園児の教育

及び保育に直接従事する者の数をいう。 
 

２～４ ［略］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４ ［略］ ４ ［略］ 
５ 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員

を置くよう努めなければならない。 
５ 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員

を置くよう努めなければならない。 
⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 

 ⑵ 主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭又は

養護助教諭 
⑵ 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭 

 
 ⑶ ［略］ ⑶ ［略］ 
  
 （学校教育法施行規則の準用）  （学校教育法施行規則の準用） 
第１３条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省

令第１１号）第５４条の規定は、幼保連携型認定

こども園について準用する。この場合において、

同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

第１３条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省

令第１１号）第５４条の規定は、幼保連携型認定

こども園について準用する。この場合において、

同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す
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る法律第１４条第７項に規定する園児（以下この

条において「園児」という。）が」と、「児童の 
 」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。

る法律第１４条第６項に規定する園児（以下この

条において「園児」という。）が」と、「児童の 
 」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。

  
 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の準用） 
 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例の準用） 
第１５条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例第４条、第５条第１項、第２

項及び第４項、第６条、第８条、第１０条、第１

２条、第１４条（第４項ただし書を除く。）、第

１９条、第２０条第１項、第３項及び第４項、第

４４条第７号並びに第４８条の規定は、幼保連携

型認定こども園について準用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 
［略］ 

第５条第１項、

第１０条、第

１４条第２項

及び第３項並

びに第２０条

第１項 

入所者 就学前の子ど

もに関する教

育、保育等の

総合的な提供

の推進に関す

る法律第１４

条第７項に規

定する園児（

以下「園児」

という。） 
［略］ 

 

第１５条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営

の基準に関する条例第４条、第５条第１項、第２

項及び第４項、第６条、第８条、第１０条、第１

２条、第１４条（第４項ただし書を除く。）、第

１９条、第２０条第１項、第３項及び第４項、第

４４条第７号並びに第４８条の規定は、幼保連携

型認定こども園について準用する。この場合にお

いて、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。 
［略］ 

第５条第１項、

第１０条、第

１４条第２項

及び第３項並

びに第２０条

第１項 
 
 
 
 

入所者 園児 

［略］ 
 

２ さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例第９条の規定は、幼保連携型認定こ

ども園の職員及び設備について準用する。この場

合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設

を併せて設置する」とあるのは職員については「

他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、

設備については「他の学校、社会福祉施設等の設

備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職

員については「職員」と、設備については「設備

」と、同条第１項中「他の社会福祉施設を併せて

設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その

運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及

び職員」とあるのは職員については「職員」と、

設備については「設備」と、「併せて設置する社

会福祉施設」とあるのは職員については「他の学

校又は社会福祉施設」と、設備については「他の

学校、社会福祉施設等」と、同条第２項中「入所

者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所者の

保護に直接従事する職員」とあるのは職員につい

ては「就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律第１４条第７項に

規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設

２ さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準

に関する条例第９条の規定は、幼保連携型認定こ

ども園の職員及び設備について準用する。この場

合において、同条の見出し中「他の社会福祉施設

を併せて設置する」とあるのは職員については「

他の学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、

設備については「他の学校、社会福祉施設等の設

備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職

員については「職員」と、設備については「設備

」と、同条第１項中「他の社会福祉施設を併せて

設置するときは、必要に応じ」とあるのは「その

運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及

び職員」とあるのは職員については「職員」と、

設備については「設備」と、「併せて設置する社

会福祉施設」とあるのは職員については「他の学

校又は社会福祉施設」と、設備については「他の

学校、社会福祉施設等」と、同条第２項中「入所

者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所者の

保護に直接従事する職員」とあるのは職員につい

ては「就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律第１４条第６項に

規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設
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備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯

室又は便所」と、「保育所の設備及び職員につい

ては、」とあるのは職員については「他の社会福

祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備

については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場

合であって、」と読み替えるものとする。 

備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯

室又は便所」と、「保育所の設備及び職員につい

ては、」とあるのは職員については「他の社会福

祉施設の職員に兼ねる場合であって、」と、設備

については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場

合であって、」と読み替えるものとする。 
  

附 則 附 則 
１～８ ［略］ １～８ ［略］ 
９ 第５条第３項の表備考第１項に規定する者につ

いては、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普

通免許状を有する者（現に当該施設において主幹

養護教諭、主務養護教諭及び養護教諭として従事

している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所

持者」という。）をもって代えることができる。

この場合において、当該小学校教諭等免許状所持

者は補助者として従事する場合を除き、教育課程

に基づく教育に従事してはならない。 

９ 第５条第３項の表備考第１項に規定する者につ

いては、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普

通免許状を有する者（現に当該施設において主幹

養護教諭及び養護教諭として従事している者を除

く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。

）をもって代えることができる。この場合におい

て、当該小学校教諭等免許状所持者は補助者とし

て従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に

従事してはならない。 
１０ ［略］ １０ ［略］ 
１１ 第５条第３項の表備考第１項に規定する者に

ついては、当分の間、１人に限って、当該幼保連

携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は

准看護師（以下「看護師等」という。）をもって

代えることができる。ただし、満１歳未満の園児

の数が４人未満である幼保連携型認定こども園に

ついては、子育てに関する知識と経験を有する看

護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行

うに当たって同項に定める者による支援を受ける

ことができる体制を確保しなければならない。 

１１ 第５条第３項の表備考第１項に規定する者に

ついては、当分の間、１人に限って、当該幼保連

携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は

准看護師（以下「看護師等」という。）をもって

代えることができる。ただし、満１歳未満の園児

の数が４人未満である幼保連携型認定こども園に

ついては、子育てに関する知識と経験を有する看

護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行

うに当たって第５条第３項の表備考第１項に定め

る者による支援を受けることができる体制を確保

しなければならない。 
１２ ［略］ １２ ［略］ 
１３ 第５条第３項の表備考第５項及び附則第９項

から前項までの規定により同表備考第１項に規定

する者を特定理学療法士等、小学校教諭等免許状

所持者、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を

有すると認める者又は看護師等をもって代える場

合においては、当該特定理学療法士等、小学校教

諭等免許状所持者、市長が保育教諭と同等の知識

及び経験を有すると認める者並びに看護師等の総

数は、同項の規定により置かなければならない職

員の数の３分の１を超えてはならない。 

１３ 附則第９項から前項までの規定により第５条

第３項の表備考第１項に規定する者を小学校教諭

等免許状所持者、市長が保育教諭と同等の知識及

び経験を有すると認める者又は看護師等をもって

代える場合においては、当該小学校教諭等免許状

所持者、市長が保育教諭と同等の知識及び経験を

有すると認める者並びに看護師等の総数は、同項

の規定により置かなければならない職員の数の３

分の１を超えてはならない。 

１４ 第５条第３項の表備考第５項及び附則第１１

項の規定により特定理学療法士等及び看護師等の

いずれもが保育を行う場合には、当該看護師等が

保育を行うに当たって同表備考第１項に定める者

（同表備考第５項ただし書の規定による支援を行

う者を除く。）による支援を受けることができる

体制を確保しなければならない。 
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 （さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第５条 さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６

年さいたま市条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （最低基準の目的）  （最低基準の目的） 
第２条 最低基準は、市長の監督に属する家庭的保

育事業等を利用している乳児又は幼児（満３歳に

満たない者に限る。ただし、法第６条の３第９項

第２号、同条第１０項第２号、同条第１１項第２

号又は同条第１２項第２号の規定に基づき保育が

必要と認められる児童であって満３歳以上のもの

について保育を行う場合若しくは同条第１０項第

３号の規定に基づき保育を必要とする児童であっ

て満３歳以上のものについて保育を行う場合にあ

っては、当該児童を含む。以下同じ。）（以下「

利用乳幼児」という。）が、明るく衛生的な環境

において、素養があり、かつ、適切な訓練を受け

た職員（家庭的保育事業等を行う事業所（以下「 
 家庭的保育事業所等」という。）の管理者を含む。

 以下同じ。）が保育を提供することにより、心身

ともに健やかに育成されることを保障するものと

する。 

第２条 最低基準は、市長の監督に属する家庭的保

育事業等を利用している乳児又は幼児（満３歳に

満たない者に限る。ただし、法第６条の３第９項

第２号、同条第１０項第２号、同条第１１項第２

号又は同条第１２項第２号の規定に基づき保育が

必要と認められる児童であって満３歳以上のもの

について保育を行う場合にあっては、当該児童を 
 含む。以下同じ。）（以下「利用乳幼児」という。

 ）が、明るく衛生的な環境において、素養があり、

 かつ、適切な訓練を受けた職員（家庭的保育事業

等を行う事業所（以下「家庭的保育事業所等」と

いう。）の管理者を含む。以下同じ。）が保育を

提供することにより、心身ともに健やかに育成さ

れることを保障するものとする。 

  
 （保育所等との連携）  （保育所等との連携） 
第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業 
 を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」という。

 ）を除く。以下この条、次条第１項、第１４条第

１項及び第２項、第１５条第１項、第２項及び第

５項、第１６条並びに第１７条第１項から第３項

までにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対する保

育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事

業者等による保育の提供の終了後も満３歳以上の

児童に対して必要な教育（教育基本法（平成１８

年法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律

に定める学校において行われる教育をいう。第３

号において同じ。）又は保育が継続的に提供され

るよう、次に掲げる事項（法第６条の３第１０項

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業 
 を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」という。

 ）を除く。以下この条、次条第１項、第１４条第

１項及び第２項、第１５条第１項、第２項及び第

５項、第１６条並びに第１７条において同じ。）

は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行

われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提

供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教

育（教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第

６条第１項に規定する法律に定める学校において

行われる教育をいう。第３号において同じ。）又

は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事

項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定
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第３号に掲げる事業（以下「満３歳以上限定小規

模保育事業」という。）を行う事業者（以下「満

３歳以上限定小規模保育事業者」という。）にあ

っては、第１号及び第２号に掲げる事項）に係る

連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園

（以下「連携施設」という。）を適切に確保しな

ければならない。 

こども園（以下「連携施設」という。）を適切に

確保しなければならない。 

⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 
 ⑶ 当該家庭的保育事業者等（満３歳以上限定小

規模保育事業者を除く。第６項及び第７項にお

いて同じ。）により保育の提供を受けていた利

用乳幼児（事業所内保育事業（法第６条の３第

１２項に規定する事業所内保育事業をいう。以

下同じ。）の利用乳幼児にあっては、第４２条

に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下

この号において同じ。）を、当該保育の提供の

終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の

希望に基づき、引き続き当該連携施設において

受け入れて教育又は保育を提供すること。 

 ⑶ 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を

受けていた利用乳幼児（事業所内保育事業（法

第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事

業をいう。以下同じ。）の利用乳幼児にあって

は、第４２条に規定するその他の乳児又は幼児

に限る。以下この号において同じ。）を、当該

保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に

係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携

施設において受け入れて教育又は保育を提供す

ること。 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 
７ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、

法第５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲

げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。

）又は満３歳以上限定小規模保育事業を行う事業

所であって、市長が適当と認めるものを第１項第

３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。 

７ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、

法第５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲

げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。

）であって、市長が適当と認めるものを第１項第

３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。 

⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 
  
（児童対象性暴力等の防止）  

第１３条 家庭的保育事業者等は、法第３４条の１

６第４項において準用する法第２１条の５の１８

第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等（学校

設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対

象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（

令和６年法律第６９号）第２条第２項に規定する

児童対象性暴力等をいう。以下この条において同

じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行われ

た場合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童

等対象業務従事者（利用乳幼児と接する業務に従

事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のあ 
 る環境の下で当該利用乳幼児に接するものをいう。

 ）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項に規定

する犯罪事実確認をいう。）その他の必要な措置

を講じなければならない。 

第１３条 削除 

  
 （家庭的保育事業所等内部の規程）  （家庭的保育事業所等内部の規程） 
第１８条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めて

第１８条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めて
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おかなければならない。 おかなければならない。 
⑴～⑸ ［略］ ⑴～⑸ ［略］ 

 ⑹ 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員（満３歳

以上限定小規模保育事業者にあっては、満３歳

以上の幼児の利用定員） 

⑹ 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

⑺～⑾ ［略］ ⑺～⑾ ［略］ 
  

 （小規模保育事業の区分）  （小規模保育事業の区分） 
第２７条 小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、

 小規模保育事業Ｂ型（満３歳以上限定小規模保育

事業を除く。）及び小規模保育事業Ｃ型（満３歳

以上限定小規模保育事業を除く。）とする。 

第２７条 小規模保育事業は、小規模保育事業Ａ型、

 小規模保育事業Ｂ型及び小規模保育事業Ｃ型とす

る。 

  
 （職員）  （職員） 
第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］ 
２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める数の合計数に１を加えた数以上

とする。ただし、一の小規模保育事業所Ａ型につ

き２人を下ることはできない。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める数の合計数に１を加えた数以上

とする。ただし、一の小規模保育事業所Ａ型につ

き２人を下ることはできない。 
⑴・⑵ ［略］ ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね

１５人につき１人（法第６条の３第１０項第２

号又は第３号の規定に基づき受け入れる場合に

限る。次号において同じ。） 

 ⑶ 満３歳以上満４歳に満たない児童 おおむね

１５人につき１人（法第６条の３第１０項第２

号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号

において同じ。） 
⑷ ［略］ ⑷ ［略］ 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

 当該小規模保育事業所Ａ型に勤務する保健師、看

護師又は准看護師（以下「看護師等」という。）

を、１人に限り、保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

 当該小規模保育事業所Ａ型に勤務する保健師又は

看護師を、１人に限り、保育士とみなすことがで

きる。 
４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たって

は、当該小規模保育事業所Ａ型に勤務する理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定に

よる大学（短期大学を除く。）若しくは大学院に

おいて、心理学を専修する学科、研究科若しくは 
 これに相当する課程を修めて卒業した者であって、

 個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこ

れと同等以上の能力を有すると認められる者をい

う。）又は障害児の療育に関する知識及び経験を

有する者であって、障害児の療育の指導を行う業

務に５年以上従事した経験を有するもののいずれ

かに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験

を有する者（以下「特定理学療法士等」という。 
 ）を、１人に限り、保育士とみなすことができる。

 ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当

たっては、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士（

附則第７項又は第８項の規定により保育士とみな

される者を除く。次項において同じ。）による支

援を受けることができる体制を確保しなければな
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らない。 
５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法

士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護

師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事

業所Ａ型の保育士（前項ただし書の規定による支

援を行う保育士を除く。）による支援を受けるこ

とができる体制を確保しなければならない。 

 

  
 （職員） （職員） 
第３１条 ［略］ 第３１条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

 当該小規模保育事業所Ｂ型に勤務する看護師等を、

 １人に限り、保育士とみなすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

 当該小規模保育事業所Ｂ型に勤務する保健師又は

看護師を、１人に限り、保育士とみなすことがで

きる。 
４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たって

は、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤務する特定理

学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすこと

ができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育

を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型

の保育士による支援を受けることができる体制を

確保しなければならない。 

 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法

士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護

師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事

業所Ｂ型の保育士（前項ただし書の規定による支

援を行う保育士を除く。）による支援を受けるこ

とができる体制を確保しなければならない。 

 

  
（利用定員） （利用定員） 

第３５条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条の３

第１０項第１号の規定にかかわらず、その利用定

員を６人以上１０人以下とする。 

第３５条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条の３

第１０項の規定にかかわらず、その利用定員を６

人以上１０人以下とする。 
  
 （職員）  （職員） 
第４４条 ［略］ 第４４条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

 当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する看護 
 師等を１人に限り、保育士とみなすことができる。

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

 当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健

師又は看護師を１人に限り、保育士とみなすこと

ができる。 
４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たって

は、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する

特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみな

すことができる。ただし、当該特定理学療法士等

が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所

内保育事業所の保育士（附則第７項又は第８項の

規定により保育士とみなされる者を除く。次項に

おいて同じ。）による支援を受けることができる
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体制を確保しなければならない。 
５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法

士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護

師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業

所内保育事業所の保育士（前項ただし書の規定に

よる支援を行う保育士を除く。）による支援を受 
 けることができる体制を確保しなければならない。

 

  
 （職員）  （職員） 
第４７条 ［略］ 第４７条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

 当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する看護

師等を、１人に限り、保育士とみなすことができ

る。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、

 当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健

師又は看護師を、１人に限り、保育士とみなすこ

とができる。 
４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たって

は、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する

特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみな

すことができる。ただし、当該特定理学療法士等

が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所

内保育事業所の保育士による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。 

 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法

士等のいずれもが保育を行う場合には、当該看護

師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業

所内保育事業所の保育士（前項ただし書の規定に

よる支援を行う保育士を除く。）による支援を受 
 けることができる体制を確保しなければならない。

 

  
 （準用）  （準用） 
第４８条 第２４条から第２６条まで及び第２８条

の規定は、小規模型事業所内保育事業について準

用する。この場合において、第２４条中「家庭的

保育事業を行う者（以下「家庭的保育事業者」と

いう。）」とあるのは「小規模型事業所内保育事

業を行う者（第４８条において準用する次条及び

第２６条において「小規模型事業所内保育事業者

」という。）」と、第２５条及び第２６条中「家

庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内

保育事業者」と、第２８条中「小規模保育事業所

Ａ型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所

」と、同条第１号中「調理設備」とあるのは「調

理設備（当該小規模型事業所内保育事業所を設置

及び管理する事業主が事業場に附属して設置する 
 炊事場を含む。第４号において同じ。）」とする。

第４８条 第２４条から第２６条まで及び第２８条

の規定は、小規模型事業所内保育事業について準

用する。この場合において、第２４条中「家庭的

保育事業を行う者（以下「家庭的保育事業者」と

いう。）」とあるのは「小規模型事業所内保育事

業を行う者（第４８条において準用する次条及び

第２６条において「小規模型事業所内保育事業者

」という。）」と、第２５条及び第２６条中「家

庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内

保育事業者」と、第２８条中「小規模保育事業所

Ａ型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所

」と、同条第１号中「調理設備」とあるのは「調

理設備（当該小規模型事業所内保育事業所を設置

及び管理する事業主が事業場に附属して設置する

炊事場を含む。第４号において同じ。）」と、同

条第４号中「次号」とあるのは「第４８条におい

て準用する第２８条第５号」とする。 
  

附 則    附 則 
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１・２ ［略］ １・２ ［略］ 
 （連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 
３ 家庭的保育事業者等（満３歳以上限定小規模保

育事業者及び特例保育所型事業所内保育事業者を

除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であっ

て、子ども・子育て支援法第５９条第４号に規定

する事業による支援その他の必要な適切な支援を

行うことができると市長が認める場合は、第６条

第１項の規定にかかわらず、施行日から起算して

１５年を経過する日までの間、連携施設の確保を

しないことができる。 

３ 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保

育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく

困難であって、子ども・子育て支援法第５９条第

４号に規定する事業による支援その他の必要な適

切な支援を行うことができると市長が認める場合

は、第６条第１項の規定にかかわらず、施行日か

ら起算して１５年を経過する日までの間、連携施

設の確保をしないことができる。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］  
 （小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保

育事業所の職員配置に係る特例） 
 （小規模保育事業所Ａ型及び保育所型事業所内保

育事業所の職員配置に係る特例） 
６ 保育の需要に応じるに足りる保育所、認定こど

も園（子ども・子育て支援法第２７条第１項の確

認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等

（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）が不

足していることに鑑み、当分の間、第２９条第２

項各号又は第４４条第２項各号に定める数の合計

数が１となるときは、第２９条第２項又は第４４

条第２項に規定する保育士の数は１人以上とする

ことができる。ただし、配置される保育士の数が

１人となるときは、当該保育士に加えて、保育士

と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者

を置かなければならない。 

６ 保育の需要に応じるに足りる保育所、認定こど

も園（子ども・子育て支援法第２７条第１項の確

認を受けたものに限る。）又は家庭的保育事業等

が不足していることに鑑み、当分の間、第２９条

第２項各号又は第４４条第２項各号に定める数の

合計数が１となるときは、第２９条第２項又は第

４４条第２項に規定する保育士の数は１人以上と

することができる。ただし、配置される保育士の

数が１人となるときは、当該保育士に加えて、保

育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認め

る者を置かなければならない。 

７・８ ［略］ ７・８ ［略］ 
９ 前２項の規定を適用するときは、保育士（第２

９条第３項若しくは第４項若しくは第４４条第３

項若しくは第４項又は前２項の規定により保育士

とみなされる者を除く。）を、前２項の規定の適

用がないものとした場合の第２９条第２項又は第

４４条第２項により算定される保育士の数の３分

の２以上、置かなければならない。 

９ 前２項の規定を適用するときは、保育士（法第

１８条の１８第１項の登録を受けた者をいい、第

２９条第３項若しくは第４４条第３項又は前２項 
 の規定により保育士とみなされる者を除く。）を、

 保育士の数（前２項の規定の適用がないとした場

合の第２９条第２項又は第４４条第２項により算

定した数をいう。）の３分の２以上、置かなけれ

ばならない。 
  

（さいたま市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正） 

第６条 さいたま市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例（令和７

年さいたま市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

-75-



 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（児童対象性暴力等の防止）   
第１３条の２ 乳児等通園支援事業者は、法第３４

条の１６第４項において準用する法第２１条の５

の１８第４項の規定に基づき、児童対象性暴力等

（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による

児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する

法律（令和６年法律第６９号）第２条第２項に規

定する児童対象性暴力等をいう。以下この条にお

いて同じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が 
 行われた場合に利用乳幼児を適切に保護するため、

 児童等対象業務従事者（利用乳幼児と接する業務

に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性

のある環境の下で当該利用乳幼児に接するものを

いう。）に係る犯罪事実確認（同法第４条第１項

に規定する犯罪事実確認をいう。）その他の必要

な措置を講じなければならない。 

 

  

（さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する

条例の一部改正） 

第７条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正

する条例（令和６年さいたま市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

附 則    附 則 
１ ［略］ １ ［略］ 
 （経過措置）  （経過措置） 
２ 令和１０年３月３１日までの間、第１条の規定

による改正後のさいたま市児童福祉施設の設備及

び運営の基準に関する条例（次項において「児童

福祉施設基準条例」という。）第４５条第２項、

第２条の規定による改正後のさいたま市幼稚園型

認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁

量型認定こども園の認定の要件を定める条例（次

項において「幼稚園型認定こども園等認定要件条

２ 当分の間、第１条の規定による改正後のさいた

ま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する

条例第４５条第２項、第２条の規定による改正後

のさいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認

定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の

要件を定める条例第３条第１項、第３条の規定に

よる改正後のさいたま市幼保連携型認定こども園

の設備及び運営の基準に関する条例第５条第３項
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例」という。）第３条第１項、第３条の規定によ

る改正後のさいたま市幼保連携型認定こども園の

設備及び運営の基準に関する条例（次項において

「幼保連携型認定こども園基準条例」という。）

第５条第３項並びに第４条の規定による改正後の

さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基

準に関する条例（次項において「家庭的保育事業

等基準条例」という。）第２９条第２項、第３１

条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の

規定の適用については、これらの規定中「１５人

」とあるのは、「２０人」とする。 

並びに第４条の規定による改正後のさいたま市家

庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条

例第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第 
 ２項及び第４７条第２項の規定の適用については、

 これらの規定中「１５人」とあるのは「２０人」

と、「２５人」とあるのは「３０人」とする。 

３ 当分の間、児童福祉施設基準条例第４５条第２

項、幼稚園型認定こども園等認定要件条例第３条

第１項、幼保連携型認定こども園基準条例第５条

第３項並びに家庭的保育事業等基準条例第２９条

第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第

４７条第２項の規定の適用については、これらの 
 規定中「２５人」とあるのは、「３０人」とする。

 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条の規定並びに第１条中第１

２条の２の次に１条を加える改正、第３条中第７条の改正及び第１５条の次に１条

を加える改正、第４条中第３条の２の次に１条を加える改正並びに第５条中第１３

条の改正は、令和８年１２月２５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する認定こども園（さいたま市幼稚園型認定こども園、 

 保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第１

条の認定こども園をいう。）における１学級の園児の数については、第３条の規定

による改正後のさいたま市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方

裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例第５条第２項及び第３項の規定にか

かわらず、令和１４年３月３１日までの間、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第

２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。）における１学級の園児の

数については、第４条の規定による改正後のさいたま市幼保連携型認定こども園の

設備及び運営の基準に関する条例第４条第２項の規定にかかわらず、令和１４年３
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月３１日までの間、なお従前の例による。 
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議案第１１７号 

さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例 

さいたま市介護保険条例（平成１３年さいたま市条例第１８６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

 （保険料の減免） 

第９条 ［略］ 

 （保険料の減免） 

第９条 ［略］ 

２ 前項の規定による保険料の減免を受けようとす

る者は、規則に定める申請書等を、市長に提出し

なければならない。ただし、市長が特別な事情が

あると認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定による保険料の減免を受けようとす

る者は、規則に定める申請書等を、市長に提出し

なければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１１８号 

さいたま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

   て 

さいたま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市病院事業の設置等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第１９８号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 
第１０条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の９

第８項の規定により病院事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が１０万円以上である場合とする。 

第１０条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の８

第８項の規定により病院事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が１０万円以上である場合とする。 
  

附 則 

この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議案第１１９号 

   さいたま市さいたま新都心バスターミナル条例を廃止する条例の制定について 

 さいたま市さいたま新都心バスターミナル条例を廃止する条例を次のように定める。 

  令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

   さいたま市さいたま新都心バスターミナル条例を廃止する条例 

 さいたま市さいたま新都心バスターミナル条例（令和元年さいたま市条例第１０号

）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和９年４月１日から施行する。 
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議案第１２０号 

さいたま市下水道事業の設置等に関する条例及びさいたま市水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市下水道事業の設置等に関する条例及びさいたま市水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市下水道事業の設置等に関する条例及びさいたま市水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例 

（さいたま市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市下水道事業の設置等に関する条例（平成１６年さいたま市条例第

７３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の９第

８項の規定により下水道事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が１０万円以上である場合とする。 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の８第

８項の規定により下水道事業の業務に従事する職

員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が１０万円以上である場合とする。 

  

（さいたま市水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 さいたま市水道事業の設置等に関する条例（平成１３年さいたま市条例第２

７５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、 

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 
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⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （議会の同意を要する賠償責任の免除）  （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の９第

８項の規定により水道事業の業務に従事する職員

の賠償責任の免除について議会の同意を得なけれ

ばならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が

１０万円以上である場合とする。 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の８第

８項の規定により水道事業の業務に従事する職員

の賠償責任の免除について議会の同意を得なけれ

ばならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が

１０万円以上である場合とする。 

  

   附 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 
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議案第１２１号 

東北本線浦和・さいたま新都心間中山跨線人道橋補修工事委託契約について 

東北本線浦和・さいたま新都心間中山跨線人道橋補修工事について、下記のとおり

委託契約を締結したいので、さいたま市議会の決議に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４８条）第２条の規定により議決

を求める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

１ 契 約 の 目的 東北本線浦和・さいたま新都心間中山跨線人道橋補修工事 

２ 契 約 の 方法 随意契約 

３ 契 約 金 額 ６７４，２６１，９５４円 

４ 契約の相手方 さいたま市大宮区錦町４３４番地４ 

         東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 

         執行役員大宮支社長 石井 剛史 
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議案第１２２号 

さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（２１棟）改修（建

築）工事請負契約について 

さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（２１棟）改修（建築）

工事について、下記のとおり請負契約を締結したいので、さいたま市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４８

号）第２条の規定により議決を求める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

１ 契 約 の 目的 さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（２１

棟）改修（建築）工事 

２ 契 約 の 方法 一般競争入札 

３ 契 約 金 額 ５，１６７，８００，０００円 

４ 契約の相手方 田中・スミダ・共栄特定共同企業体 

代表構成員 さいたま市浦和区常盤１０丁目１６番２３号 

               株式会社田中工務店 

               代表取締役社長 田中 一成 

         構 成 員 さいたま市浦和区前地３丁目１４番１２号 

               スミダ工業株式会社 

               代表取締役 半田 謙介 

         構 成 員 さいたま市大宮区高鼻町１丁目２５番地１ 

               共栄建設株式会社 

               代表取締役 原笹 治三 
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議案第１２３号 

さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（２１棟）改修（電

気設備）工事請負契約について 

さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（２１棟）改修（電気設

備）工事について、下記のとおり請負契約を締結したいので、さいたま市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

４８号）第２条の規定により議決を求める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

１ 契 約 の 目的 さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（２１

棟）改修（電気設備）工事 

２ 契 約 の 方法 一般競争入札 

３ 契 約 金 額 ７６８，２４５，５００円 

４ 契約の相手方 八洲・埼玉電設特定共同企業体 

         代表構成員 さいたま市北区日進町３丁目３７番地１ 

               株式会社八洲電業社 

               代表取締役 吉村 光司 

         構 成 員 さいたま市中央区上落合８丁目１０番２号 

               埼玉電設株式会社 

               代表取締役 川合 昭 
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議案第１２４号 

さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（２１棟）改修（機

械設備）工事請負契約について 

さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（２１棟）改修（機械設

備）工事について、下記のとおり請負契約を締結したいので、さいたま市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

４８号）第２条の規定により議決を求める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

１ 契 約 の 目的 さいたま市立指扇小学校複合施設（校舎棟）建設・北校舎（２１

棟）改修（機械設備）工事 

２ 契 約 の 方法 一般競争入札 

３ 契 約 金 額 １，１４３，８９７，７００円 

４ 契約の相手方 茂田・ハギワラ特定共同企業体 

         代表構成員 さいたま市北区東大成町２丁目３７６番地２ 

               株式会社茂田工業所 

               代表取締役 茂田 直美 

         構 成 員 さいたま市見沼区深作３丁目２４番地３  

ハギワラ株式会社 

代表取締役 有路 正章 
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議案第１２５号 

議決事項の一部変更について（東北本線大宮駅構内大栄橋耐震補強工事委託契

約） 

さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部

を改正する条例（令和６年さいたま市条例第２８号）附則第２項の規定によりなお従

前の例によることとされた令和４年６月議会において議決を得た委託契約について（

議案第９２号）、下記のとおり変更するため、同条例による改正前のさいたま市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１３年さいたま市

条例第４８号）第２条の規定により議決を求める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

３契約金額中「４８３，９８１，０００円」を「５１１，９８１，０００円」に変 

更する。 
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議案第１２６号 

議決事項の一部変更について（さいたま市立谷田小学校（５－１、－２、－３ 

・６・７棟）リフレッシュ改修（建築）工事請負契約） 

令和８年２月議会において議決を得た請負契約について（議案第６６号）下記のと

おり変更するため、さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に 

関する条例（平成１３年さいたま市条例第４８号）第２条の規定により議決を求める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 

３契約金額中「８２３，５８６，５００円」を「８３４，２８９，５００円」に変

更する。 
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議案第１２７号 

   財産の取得について 

 下記のとおり財産を取得するため、さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４８号）第３条の規定に

より議決を求める。 

  令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

１ 物件の表示 さいたま市桜区大字上大久保字東６３９番９ほか２筆 

        １３，３２６．２０平方メートル 

２ 取 得 先 埼玉県 

３ 取 得 価 格 ６３６，２００，０００円 

４ 取 得 理 由 （仮称）さいたまスポーツシューレ推進施設の用地に充てるため。 
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（参考） 

物件の表示  

所    在 地  番 地 目 地積（㎡） 

桜区大字上大久保字東 ６３９番９ 宅地 ８，４２９ ４０ 

〃 ６３９番１１ 宅地 １０ ２１ 

桜区大字上大久保字丸 ５１９番１６ 宅地 ４，８８６ ５９ 
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議案第１２ 

 

  

国道 
１７号 

案 内 図 

対象地 

埼玉 
大学 

南与野駅 
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桜区大字上大久保字丸５１９番１６ 桜区大字上大久保字東６３９番９ 

桜区大字上大久保 
字東６３９番１１ 

見 取 図 

-93-



 

議案第１２８号 

財産の取得について 

下記のとおり財産を取得するため、さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４８号）第３条の規定に

より、議決を求める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 

１ 物件の表示 消防団消防ポンプ自動車 ４台 

２ 取 得 先 東京都港区芝５丁目３６番７号三田ベルジュビル１９階 

株式会社モリタ東京支店 

支店長 山北 忠司 

３ 取 得 価 格 ９６，８００，０００円 

４ 取 得 理 由 火災現場における消火活動に充てるため。 
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議案第１２９号 

議決事項の一部変更について（財産の取得（浦和駅西口南高砂地区第一種市街

地再開発事業地内の建物の一部）） 

令和５年６月議会において議決を得た財産の取得について（議案第１２７号）下記

のとおり変更するため、さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４８号）第３条の規定により議決を求

める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 

３取得価格中「１２，５５７，２１１，０００円」を「１３，６９０，８３４，５

１５円」に変更する。 
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議案第１３０号 

権利の放棄について 

下記のとおり権利を放棄するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６ 

条第１項第１０号の規定により議決を求める。 

令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 

１ 放棄する権利の内容 市が相手方に対して有する、相手方が法律上の原因のない 

不当な請求により支給を受けた診療報酬等の返還を請求する

権利 

２ 相 手 方 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇 〇〇 

３ 放棄する権利の額 １３，５６２，８８６円 

４ 放 棄 の 理 由 相手方が破産手続開始の申立てを行い、裁判所による免責 

許可の決定が確定したことから、破産法第２５３条第１項の

規定により権利を行使できないため。 
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議案第１３１号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。 

  令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 

路  線  名 
 
延  長 

   ｍ 

 
幅 員 

  ｍ 
起   点 終   点 重要な経過地 

Ｌ第１３８５号線 109 86 

 

4 

 

 

00 

 

さいたま市緑区大字

三室字北宿２４８１

番２０地先 

さいたま市緑区大字

三室字北宿２４８１

番２１地先 

 

Ｌ第１３８６号線 90 42 

 

4 

 

 

00 

 

さいたま市緑区大字

三室字大古里７５１

番２地先 

さいたま市緑区大字

三室字大古里７５１

番１２地先 

 

１ ２ ９ ７ １ 号 線 68 24 

 

5 

 

 

00 

 

さいたま市北区今羽

町１１３番８地先 

 

さいたま市北区今羽

町１１３番１８地先 

 

 

１ ２ ９ ７ ２ 号 線 69 29 

 

4 

 

 

00 

 

さいたま市北区土呂

町１４３０番１４地

先 

さいたま市北区土呂

町１４３０番２４地

先 

 

２ ２ ６ ２ ２ 号 線 55 48 

 

5 

 

 

00 

 

さいたま市見沼区大

字中川字天神６０１

番９地先 

さいたま市見沼区大

字中川字天神６０１

番１０地先 

 

３ ２ ９ ８ １ 号 線 64 98 4 00 

さいたま市北区日進

町三丁目６８５番１

５地先 

さいたま市北区日進

町三丁目６８５番１

４地先 
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議案第１３２号 

   市道路線の廃止について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議決を求める。 

  令和８年６月３日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

記 
 

路  線  名 

 

延  長 

   ｍ 

 

幅 員 

  ｍ 

起   点 終   点 重要な経過地 

Ｏ 第 ２ ０ 号 線 8 51 

 

1 

 

 

80 

 

さいたま市緑区大字

上野田（元染谷分）

字東台５２８番８地

先 

さいたま市緑区大字

上野田（元染谷分）

字東台５２８番８地

先 
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凡 例

認 定 路 線

起点 終点

起点 終点

廃 止 路 線

Ｌ ＝ 延 長 Ｗ ＝ 幅 員
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参 考 案 内 図

Ｌ第１３８５号線認定
L=109.86m W=4.00m

北
宿
通
り

さいたま市立病院
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参 考 案 内 図

Ｌ第１３８６号線認定
L=90.42m W=4.00m 北

宿
通
り

さいたま市立病院

さいたま市立
さくら草特別支援学校
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参 考 案 内 図

１２９７１号線認定
L=68.24m W=5.00m

１０８７８号線

今羽駅
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参 考 案 内 図

１２９７２号線認定
L=69.29m W=4.00m

大宮盆栽美術館

主
要
地
方
道
川
口
上
尾
線(

産
業
道
路
）
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参 考 案 内 図

２２６２２号線認定
L=55.48m W=5.00m一

級
河
川
芝
川
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参 考 案 内 図

３２９８１号線認定
L=64.98m W=4.00m

日進北小学校
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参 考 案 内 図

Ｏ第２０号線廃止
L=8.51m W=1.80m

見沼自然公園
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議案第１３３号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。 

  令和８年６月３日提出 

                      さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

住   所 氏   名 生 年 月 日 

〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
大久保 多賀子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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議案第１３４号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。 

  令和８年６月３日提出 

                      さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

住   所 氏   名 生 年 月 日 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
小林 由美子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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議案第１３５号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。 

  令和８年６月３日提出 

                      さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

住   所 氏   名 生 年 月 日 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
平田 洋子 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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議案第１３６号 

   人権擁護委員候補者の推薦について 

 人権擁護委員候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により意見を求める。 

  令和８年６月３日提出 

                      さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

住   所 氏   名 生 年 月 日 

〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇 

松井 聡 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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議案第１３７号 

   固定資産評価員の選任について 

 さいたま市固定資産評価員に下記の者を選任したいので、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第４０４条第２項の規定により同意を求める。 

  令和８年６月３日提出 

                      さいたま市長 清 水 勇 人   

記 

住   所 氏   名 生 年 月 日 

〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
飯田 亘 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
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